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議案第65号

令和7年度金沢市一般会計予算

令和7年度金沢市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ204, 900, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」に

よる。

（地 方 債）

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によ

る。

（一時借入金）

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、25,000,000千円と定める。ただし、借入金額には、起債前借及び当座勘定借

越契約に基づく借越額を含まない。

（歳出予算の流用）

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項 金 額

千円

1．市 税 89，033，140

l.市 民 税 39，767，480

2．固 定 資 産 税 34, 047, 160

3．軽 自 動 車 税 1, 365, 820

4．市 た ば 税 3, 241, 910
一」

湯 税5．入 65，730

6．事 業 所 税 2,748,570

7．都 市 計 画 税 6,977,470

8．宿 泊 税 819, 000

2．地 方 讓 与 税 1, 284, 000

1．自 動 車 重 量 譲 与 税 902,000

2．特 別 と ん 讓 与 税 7,000

3．地 方 揮 発 油 譲 与 税 273,000

4．森 林 環 境 讓 与 税 102, 000

3．利 子 割 交 付 金 37,000

1．利 子 割 交 付 金 37,000

4．配 当 割 交 付 金 438,000

1．配 当 割 交 付 金 438,000

5．株式等譲渡所得割交付金 758,000

1．株式等譲渡所得割交付金 758,000
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’
款 項

一、 金 額

千円

6．ゴル フ 場利 用 税 交 付金 39，000

1．ゴルフ場利用税交付金 39，000

7．法 人 事 業 税 交 付 金 1, 617, 000

1．法 人 事 業 税 交 付 金 1, 617, 000

8．地 方 消 費 税 交 付 金 12, 716, 000

1．地 方 消 費 税 交 付 金 12, 716, 000

9．環 境 性 能 割 交 付 金 251，000

1．環 境 性 能 割 交 付 金 251, 000

10.黒馥
提 供 施
市 助 成 交

等
金

設
付

14, 000

'鳥雷
提 供 施

市 助 成 交

等
金

設
付

14, 000

11．地 方 特 例 交 付 金 486,000

1．地 方 特 例 交 付 金 437,000

2鵜蓋F灘畿瀦溌纈 49,000

12．地 方 交 付 税 14, 000, 000

1．地 方 交 付 税 14, 000, 000

13鳶毫1安交全襯菫 54,000

通 安 全 対
別 交 付

策
金

交
特

Ｇ

１

54，000

14.分 担 金 及 び 負 担 金 295,223

1 負 担 金 295,223

3



款 項 金 額

千円

15.使 用 料 及 び 手 数 料 3,502,875

1．使 用 料 1, 660, 223

数 科2．手 1, 842, 652

16.国 庫 支 出 金 39，803，696

1．国 庫 負 担 金 31, 893, 991

2．国 庫 補 助 金 7, 811, 268

3．委 託 金 98，437

17 県 支 出 金 16, 039, 201

1．県 負 担 金 11, 015, 216

2．県 補 助 金 3, 613, 501

3．委 金託 1, 410, 484

18.財 産 収 入 546,417

1．財 産 運 用 収 入 499，627

2．財 産 売 払 収 入 46,790

19.寄 附 金 1, 610, 034

1．寄 附 金 1, 610, 034

20．繰 金入 4, 872, 831

1．特 別 会 計 繰 入 金 208, 321

2．基 金 繰 入 金 4, 664, 510

I



金 額款 項

千円

越 金21.繰 300,000

1．繰 越 金 300,000

22．諾 収 入 6，975，783

' 蜑滞金び
加
過 算

金
料

166, 034

2．市 預 金 利 子 365, 200

3．貸 付 金 元 利 収 入 72，906

4．受 託 事 業 収 入 325,000

5．収 益 事 業 収 入 58，637

6．雑 入 5,988,006

23．市 債 10, 226, 800

l.市 債 10, 226, 800

歳

〈ロ

計入 204,900,000

5



歳 出

款 項 金 額

千円

1．議

今
云

費 905,818

会1．議 費 905, 818

務2．総 費 17, 435, 553

1．総 務 管 理 費 12, 733, 180

税 費2．徴 2, 131, 537

籍 住 民
本 台 帳 費

戸
基3 1, 615, 026

費4．選 挙 566,925

5．統 計 調 査 費 289,659

6．藍 査 委 員 費 99,226

生 費3．民 85, 111, 460

1．社 会 福 祉 費 19, 518, 887

2．老 人 福 祉 費 16, 296, 806

3．児 童 福 祉 費 40, 791, 566

4．生 活 保 護 費 8, 384, 101

5．災

室巨

救 助 費 120, 100

4．衛 生 費 20, 102, 812

1．保 健 衛 生 費 11, 702, 583

2．環 境 衛 生 費 2，395，677

3．情 掃 費 6，004，552

6



金款 項 額

千円

働 費5 労 246,557

1．労 働 福 祉 費 246,557

6．農 林 水 産 業 費 3，196，053

1．農 業 贄 2,284,767

2．林 業 費 870,490

3．水 産 業 費 40,796

7．商 費工 3, 525, 691

1．商 費工 3,525,691

費8．士 木 19, 892, 856

1.土 木 管 理 費 1, 386, 777

2．道 路 橋 り ょ う 費 5, 717, 348

費3．河 川 947, 417

4．港 湾 費 765，337

5．都 市 計 画 費 10, 182, 235

6．住 費宅 893,742

9．消 防 費 5,926,736

1．消 防 費 5,926,736

云
胃

費10.教 27，831，685

青1．教 総 務 費 3,251, 119

学 校 費2．小 3,059,085

7



款 項 金 額

千円

3．中 学 校 費 1, 742, 041

4．高 等 学 校 費 895,298

5．大 学 費 2, 134, 729

6．社

今云 教 青 贄 7,425,879

7．保 健 体 育 費 9，323，534

宝ロ

復 旧 費11.災 1, 745, 650

奎口

1．災 復 旧 費 1, 745, 650

債 費12.公 17, 699, 620

債 費1．公 17, 699, 620

13. \ 支 出 金 559,509

1．基 金 費 559，509

備 費14.予 720,000

備 費1．予 720,000

歳

△ロ 計出 204,900,000
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第2表 債 務 負 担 行 為

限 度 額事 項 期 間

千円
金沢美大柳宗理デザインミュージアム

（ 仮 称 ） 整 備 事 業 費
令和8年度 596,900

自 治 体 情 報 シ ス テ ム
標 準 化 事 業 費 （ 税 務 ）

令和8年度 387,200

電 気 自 動 車 導 入 推 進 費 令和8年度 22,000

西部環境エネルギーセンター改良費 令和8年度 21, 700

令和8年度から

令和10年度まで

東 部 環 境 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー
基 幹 的 改 良 事 業 費

4,760,000

森と市民をつなぐ拠点施設整備事業費 令和8年度 471, 600

令和8年度から

令和9年度まで

「KOGEI Art Gallery銀座の金沢」
管 理 運 営 費

47,778

トイ レ ト レ ー ラ ー 整 備 費 令和8年度 29,000

令和8年度から

令和10年度まで
小 学 校 長 寿 命 化 事 業 費 1, 336, 000

金 沢 湯 涌 江 戸 村 施 設 改 修 費 令和8年度 43,800

東 浅 川 公 民 館 整 備 事 業 費 令和8年度 10, 400

玉川図書館建築レガシー継承事業費 令和8年度 902,500

公 共 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 令和8年度 144, 900

令 和 7 年 度 指 定 管 理 者 の

指 定 に 伴 う 指 定 管 理 料
（谷口吉郎・吉生記念金沢建築館、自
転車等駐車場、金沢市立中村記念美術
館等、金沢卯辰山工芸工房等、金沢職
人大学校、金沢湯涌江戸村、金沢市異
業種研修会館、金沢市ものづくり会館、
金沢市松ヶ枝福祉館及び金沢福祉用具
情報プラザ、金沢市地域老人福祉セン
ター及び金沢市老人憩の家、金沢健康
プラザ大手町、金沢市障害児通園施設
ひまわり教室、旧高峰家・旧検事正官
舎、地区公民館、松声庵）

令和8年度から

令和11年度まで

協定に基づき決定した指定期間
中における管理に要する経費
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第3表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

事 業 等-什号
少、公 1, 977, 000

災 害 復 旧 事 業 792,600
借入先の融通条件に

よる。ただし、市財

政その他の都合によ

り、据置期間及び償

還期間を短縮し、若

しくは繰上償還又は

借換えすることがで

きる。

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

4.0 ％

学 校 教 育 施 設 等
整 備 事 業

239,300
以 内

一般廃棄物処理事業 128, 900
ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について､利

率の見直しを

行った後にお

いては､当該見

直し後の利率

般 補 助 施 設
備 等 事 業

一

整
211, 200

地 域 活 性 化 事 業 427,800

防 災 対 策 事 業 99,600

緊急防災・減災事業 669,900

公 共 施 設 等 適 正
管 理 推 進 事 業

3,528,900

緊
防

急
止 自 然 災 害

対 策 事 業
1, 085, 000

緊急竣喋推進事業 92,500

脱炭素化推進事業 371，800

子 育 て
事 業

こ ど も

支 援
474,700

その他一般単独事業 110, 600

辺 地 対 策 事 業 17, 000

口

〈ロ

計 10, 226, 800
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議案第66号

令和7年度金沢市営地方競馬事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の市営地方競馬事業費特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,717,791千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

令 和 年 3 日 提 出月7 3

市金 長 村 卓山沢
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第1表 歳 歳 算入 出 予

歳 入

款 項 金 額

千円

1．事 業 収 入 4,491,400

1．事 業 収 入 4，491，400

2．繰 越 金 115，891

1．繰 越 金 115, 891

3．諾 収 入 110, 500

1．雑 入 110, 500

歳
△ロ 計入 4, 717, 791

歳 出

額款 項 金

千円

1．競 馬 事 業 費 4, 717, 791

1．競 馬 事 業 費 4, 717, 791

歳

ム
ロ

出 計 4，717，791
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議案第67号

令和7年度金沢市市街地再開発事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の市街地再開発事業費特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81, 062千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一 時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令 和 7 年 3 日 提 出月 3

市 村金 長 卓沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項 金 額

千円

1.財 産 収 入 44,847

1 財 産 運 用 収 入 44,847

2．繰 金入 36，215

1．一 般 会 計 繰 入 金 36, 215

歳

〈
ロ

計入 81, 062

歳 出

款 金 額項

千円

l.市 街 地 再 開 発 事 業 費 81, 062

1．市 街 地 再 開 発 事 業 費 81, 062

歳

〈ロ

計出 81, 062
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議案第68号

令和7年度金沢市公共用地先行取得事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の公共用地先行取得事業費特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79,707千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（地 方 債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第2表 地方債」による。

（一時借入金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、1, 000, 000千円と定める。

令 和 年 3 月 日 提 出7 3

市 村 卓金 長沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項 金 額

千円

1．使 用 料 及 び 手 数 料 1, 406

1．使 用 料 1, 406

2．財 産 収 入 25, 000

1．財 産 売 払 収 入 25，000

3．操 金入 41, 300

1．一 般 会 計 繰 入 金 41, 300

4．諾 収 入 1

1．市 預 金 利 子 1

5．市 債 12, 000

1．市 債 12, 000

歳

〈ロ 計入 79，707

歳 出

款 項 金 額

千円

' 菫行蓋得峯業費
地

79，707

共
取 用 地

得 事 業 費' 堯行 79,707

歳

〈ロ出 計 79,707
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債方第2表 地

償 還 の 方 法限 度 額 起債の方法 利 率起 債 の 目 的

千円
借入先の融通条件による。
ただし、市財政その他の都合に
より、据置期間及び償還期間を
短縮し、若しくは繰上償還又は
借換えすることができる。

普通貸借
又 は

証券発行
4.0％以内都 市 開発資金事業 12, 000

一一＝／／

〈ロ 計

12, 000

17



議案第69号

令和7年度金沢市住宅団地建設事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の住宅団地建設事業費特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ121,526千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一 時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令 和 年 3 月 日 提 出7 3

金 市 村 卓長沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項 金 額

千円

1．財 産 収 入 121, 509

1.財 産 売 払 収 入 121, 509

2．諸 収 入 17

1．雑 入 17

歳

合口

計入 121, 526

歳 出

款 項 金 額

千円

1．住 宅 団 地 建 設 事 業 費 121, 526

1．住 宅 団 地 建 設 事 業 費 121, 526

歳 出

〈ロ

計 121, 526
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議案第70号

令和7年度金沢市駐車場事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の駐車場事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ202,465千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（地 方 債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第2表 地方債」による。

（一 時 借 入 金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、100，000千円と定める。

令 和 年 3 日 提 出月7 3

村 卓市金 長 山沢
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

金 額款 項

千円

1．使 用 料 及 び 手 数 料 95,359

1．使 料用 95,359

2．諸 収 入 99,406

1．市 預 金 利 子 6

2．雑 入 99,400

3．市 債 7,700

1．市 債 7,700

歳
ムロ

計入 202,465

歳 出

款 項
一 、 金 額

千円

1．駐 車 場 事 業 費 202,465

1．駐 車 場 事 業 費 202,465

歳

△ロ

出 計 202,465
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第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 償利 率 の 方 法
、堅

〕塁

千円

借入先の融通条件による。

ただし、市財政その他の都合に
より、据置期間及び償還期間を
短縮し、若しくは繰上償還又は
借換えすることができる。

普 通 貸 借
又 は

証 券 発 行

駐 車 場 整 備 事 業 1. 0%以内7,700

=／／／／

〈ロ

計 7,700
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議案第71号

令和7年度金沢市国民健康保険費特別会計予算

令和7年度金沢市の国民健康保険費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41, 768, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一 時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、9,000,000千円と定める。

令 和 7 年 3 月 日 提 出3

金 市 村長 卓沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項
一、 金 額

千円

1.国 民 健 康 保 険 料 8,558,727

1．国 民 健 康 保 険 料 8,558,727

2．県 支 出 金 29,465,925

1．県 補 助 金 29,465,925

3．財 産 収 入 7,900

1.財 産 運 用 収 入 7,900

4．繰 金入 3,596,748

1．－ 般 会 計 繰 入 金 2,999,748

2．基 金 繰 入 金 597，000

5．諾 収 入 138, 700

' 蜑滞金、加算金び 過 料
20, 100

2．雑 入 118, 600

歳

へロ

計入 41，768，000
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歳 出

額金項款

千円

務 費1．総 404,259

1.総 務 管 理 費 404,259

2．保 険 給 付 費 41, 071, 095

l.保 険 給 付 費 41, 071, 095

3．保 健 事 業 費 291, 646

1．保 健 事 業 費 291, 646

債 費4．公 1, 000

債 費1．公 1, 000

歳

△ロ出 計 41,768,000
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議案第72号

令和7年度金沢市後期高齢者医療費特別会計予算

令和7年度金沢市の後期高齢者医療費特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8, 652, 105千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

令 和 7 年 3 月 日 提 出3

卓金 市 長 村 山沢
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

金 額款 項

千円

1．後 期 高齢者 医療保 険料 6,894,596

1．後 期 高齢者 医療保険料 6,894,596

2．繰 金入 1, 711, 207

1．一 般 会 計 繰 入 金 1, 711, 207

3．諸 収 入 46,302

' 蜑滞金、加算金び 過 料
277

2．償還金及 び還付加 算金 11, 934

3．市 預 金 利 子 100

4．雑 入 33, 991

歳

〈ロ

計入 8,652,105

歳 出

款 項 金 額

千円

1．総 務 費 144, 650

1．総 務 管 理 費 144, 650

高
連 齢 者

合 納

療
金

2荏讓

医
付

8,506,955

期 高 齢 者
域 連 合 納

療
金

後
広

●

１

医
付

8,506,955

債 費3．公 500

債 費1．公 500

歳

今ロ

計出 8，652，105
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議案第73号

令和7年度金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算

令和7年度金沢市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計の予算は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,679千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

令 和 7 年 3 月 日 提 出3

卓金 市 村長沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

金 額項款

千円

越 金1．繰 4,298

金1．繰 越 4,298

収2．諸 入 19, 381

1．市 預 金 利 子 1

2 貸 付 金 元 利 収 入 19, 379

3．雑 入 1

歳

〈ロ

計入 23,679

歳 出

款 項 金 額

千円

生 費1．民 13, 227

1．母子父子寡婦福祉資金費 13, 227

債 費2．公 5,454

債 費1．公 100

子 父 子 寡 婦 福 祉
金 貸 付 金 償 還 金2 書 5，354

費備3．予 4,998

贄備1．予 4,998

歳

〈ロ

出 計 23,679
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議案第74号

令和7年度金沢市介護保険費特別会計予算

令和7年度金沢市の介護保険費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,578,897千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は、1, 000, 000千円と定める。

令 和 7 年 3 月 日 提 出3

卓金 市 村長沢 山
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第1表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款 項 金 額

千円

1．介 謹 保 険 料 9,159,559

1．介 護 保 険 料 9,159,559

2．国 庫 支 出 金 9,534,774

1．国 庫 負 担 金 7, 433, 141

2 国 庫 補 助 金 2，101，633

3．支 払 基 金 交 付 金 11, 262, 876

1．支 払 基 金 交 付 金 11, 262, 876

4．県 支 出 金 5,822,454

l.県 負 担 金 5,558,063

2．県 補 助 金 264,391

5．財 産 収 入 18, 000

1．財 産 運 用 収 入 18, 000

6．繰 金入 6,722,701

1．一 般 会 計 繰 入 金 6,084,909

2．基 金 繰 入 金 637,792

収7．諾 入 58,533

l.市 預 金 利 子 1, 060

2．雑 入 57,473

ヘ
ロ

歳 計入 42,578,897
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歳 出

款 項 金 額

千円

1．総 務 費 481，308

1．総 務 管 理 費 481,308

2．保 険 給 付 費 39，972，936

1．保 険 給 付 費 39,972,936

3．地 域 支 援 事 業 費 1, 980, 797

1．地 域 支 援 事 業 費 1, 980, 797

4．保 健 福 祉 事 業 費 4,700

1．保 健 福 祉 事 業 費 4,700

債 費5．公 1, 000

債 費1．公 1，000

6．諸 支 出 金 138, 156

1．繰 出 金 138, 156

歳

谷口

出 計 42,578,897
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議案第75号

令和7年度金沢市水道事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1） 給 水 戸 数 212,800戸

（2） 年 間 総 配 水 量 51, 900, 000m3

（3） 一 日 平均 配 水 量 142, 192m3

（4） 主要な建設改良事業

配 水 管 拡 張 延長 4, 310m 334, 000千円

配 水 管 改 良 延長 18, 399m 5, 514, 500千円

上水道未普及地域整備 27,600千円

浄水・配水施設改良 518, 810千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 9, 310, 698千円

第1項 営 業 収 益 8,289,567千円

第2項 営 業 外 収 益 946, 611千円

第3項 特 別 利 益 74,520千円

合 計 9,310,698千円

支 出

第1款 事 業 費 用 8,842,266千円

第1項 営 業 費 用 8,385,596千円

第2項 営 業 外 費 用 262,999千円

第3項 特 別 損 失 183,671千円

第4項 予 備 費 10,000千円

外 に 当 年 度 予 定 利 益 468,432千円

合 計 9, 310, 698千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額3,009,147千円は過年度分損益勘定留保資金874,361千円、

当年度分損益勘定留保資金1, 379, 805千円、老朽管更新対策積立金500, 000千円及

び当年度分消費税等資本的収支調整額254,981千円で補てんするものとする。）。

収 入

第2款 資 本 的 収 入 4,798,545千円

第1項 企 業 債 1, 360, 000千円
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第2項 他 会 計 出 資 金 125,843千円

第3項 補 助 金 24,815千円

第4項 工 事 負 担 金 2,387,757千円

第5項 ホ直綿聴熊蠅蛾入金 900,000千円

第6項 固定資産売却収入 130千円

外に過年度分損 益勘 定留保資金 874,361千円

当年度分損益勘定留保資金 1,379,805千円

老 朽 管 更 新 対 策 積 立 金 500,000千円

当年度分消費税等資本的収支調整額 254, 981千円

合 計 7,807,692千円

支 出

第2款 資 本 的 支 出 7,807,692千円

第1項 建 設 改 良 費 7,121,573千円

第2項 企 業 債 償 還 金 684, 619千円

第3項 予 備 費 1,500千円

合 計 7,807,692千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

める。

限 度 額事 項 期 間

州
庁 舎 設 備 改 修 費 令 和 8 年 度 34，200

令和8年度から

令和9年度まで
配水施設 改良事業費 1, 504, 600

（企 業 債）

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

目 的 建設改良資金にあてるため。

限 度 額 1, 360, 000千円

起 債 の 方 法 証券の発行又は普通貸借の方法により、政府その他

から起債する。

利 率 4 0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率）

償 還 の 方 法 借入先の融通条件によるものとする。ただし、本市

の都合により、その全部又は一部を繰上償還又は借

換えすることがある。
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（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費の引

の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外（

費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

これらの経費のうち他

、又はこれら以外の経

（1） 職 員 給 与 費 1,182,009千円

（2） 交 際 費 10千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

（1） 上水道整備事業費補助 3,062千円

（2） 上水道事業費用補助 14, 078千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、100, 000千円と定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

市 卓金 長 村 山沢
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議案第76号

令和7年度金沢市工業用水道事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の工業用水道事業特別会計の予算は、

よる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 事 業 所 数 5か所

（2） 年 間 総 給 水 量 239,075㎡

（3） 一 日 平均 給水 量 655㎡

（4） 主要な建設改良事業

浄 水 施 設 改 良

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益

第1項 営 業 収 益

第2項 営 業 外 収 益

合 計

支 出

第1款 事 業 費 用

第1項 営 業 費 用

第2項 営 業 外 費 用

第3項 予 備 費

外 に 当 年 度 予 定 利 益

合 計

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（

次に定めるところに

6,400千円

57,643千円

11, 907千円

45,736千円

57,643千円
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4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額7,138千円は過年度分損益勘定留保資金6,691千円及び当

年度分消費税等資本的収支調整額447千円で補てんするものとする。）。

収 入

第2款 資 本 的 収 入 2,950千円

第1項 他 会 計 補 助 金 2,950千円

外に過 年度 分損 益勘 定留保 資 金 6, 691千円

当年度分消費税等資本的収支調整額 447千円

合 計 10,088千円
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支 出

第2款 資 本 的 支 出 10,088千円

第1項 建 設 改 良 費 6,400千円

第2項 企 業 債 償 還 金 3,688千円

合 計 10,088千円

（一時借入金）

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

職 員 給 与 費 9,551千円

（他会計からの補助金）

第7条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

工 業 用 水 道 事 業 費 用 補 助

工業用水道建設事業債償還金補助

31, 290千円

2,950千円

(1)

(2)

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓市 村金 長 山沢
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議案第77号

令和7年度金沢市病院事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の病院事業特別会計の予算は、次に定めるところに‘

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数 306床

（2） 年 間 患 者 数

入 院 75,500人

外 来 89,000人

（3） 一 日平均患者数

入 院 207人

外 来 368人

（4） 主要な建設改良事業

市立病院移転整備事業 165,800千円

医療機器等整備事業 416,182千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 6,430,820千円

第1項 医 業 収 益 5,684,004千円

第2項 医 業 外 収 益 746,816千円

合 計 6,430,820千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 6,417,432千円

第1項 医 業 費 用 6,327,757千円

第2項 医 業 外 費 用 89,675千円

外 に 当 年 度 予 定 利 益 13, 388千円

合 計 6, 430, 820千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第2款 資 本 的 収 入 3,260,982千円

第1項 企 業 債 565,700千円

第2項 他 会 計 補 助 金 154,964千円

第3項 他 会 計 出 資 金 40, 318千円

第4項 投資有価証券償還金 2,500,000千円

合 計 3,260,982千円

次に定めるところによる。
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支

第2款 資 本 的 支 出

第1項 建 設 改 良 費

第2項 企 業 債 償 還 金

合 計

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項、

める。

出

992,971千円

659,514千円

333,457千円

992,971千円

期間及び限度額は、次のとおりと定

事 限 度 額ｴ百
一、 期 間

千N

市立病院移転整備事業費 令 和 8 年 度 138，000

（企 業 債）

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

目 的 建設改良資金にあてるため。

限 度 額 565,700千円

起債の方法 証券の発行又は普通貸借の方法により、政府その他

から起債する。

利 率 4．0％以内

償還の方法 借入先の融通条件によるものとする。ただし、本市

の都合により、その全部又は一部を繰上償還又は借

換えすることがある。

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、500, 000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他

の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経

費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 3, 597, 386千円

（2） 交 際 費 120千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

（1） 病院事業費用補助 530,644千円

（2） 病院建設改良事業債償還金補助 154,964千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,000,000千円と定める。
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（重要な資産の取得）

第11条 重要な資産の取得は、条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

（種 類） （名 称）

取 得 す る 資 産 器械備品 X線CT診断装置

(数量）

1

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 市 卓長 村沢 山
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議案第78号

令和7年度金沢市中央卸売市場事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の中央卸売市場事業特別会計の予算は、

による。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1） 取 扱 数 量

青 果 部 86, 800 t

水 産 物 部 37, 700 t

（2） 主要な建設改良事業

市 場 再 整 備 事 業

市場内情報ネットワークシステム構築事業

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益

第1項 営 業 収 益

第2項 営 業 外 収 益

合 計

支 出

第1款 事 業 費 用

第1項 営 業 費 用

第2項 営 業 外 費 用

第3項 予 備 費

外 に 当 年 度 予 定 利 益

合 計

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(M

次に定めるところ

5,000千円

16, 400千円
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4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額94,379千円は過年度分損益勘定留保資金59,415千円、

減債積立金34,964千円で補てんするものとする｡)。

収 入

第2款 資 本 的 収 入 51,364千円

第1項 企 業 債 16,400千円

第2項 他 会 計 補 助 金 34,964千円

外に過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 59,415千円

減 債 積 立 金 34,964千円

合 計 145,743千円
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支

第2款 資 本 的 支 出

第1項 建 設 改 良 費

第2項 企 業 債 償 還 金

合 計

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項、

める。

出

145, 743千円

21, 970千円

123,773千円

145, 743千円

期間及び限度額は、次のとおりと定

事 項
一、 期 間 限 度 額

市場内情報ネットワーク

シ ス テ ム 構 築 費

千円
令 和 8 年 度 75，500

（企 業 債）

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

目 的 建設改良資金にあてるため。

限 度 額 16,400千円

起債の方法 証券の発行又は普通貸借の方法により、政府その他

から起債する。

利 率 4．0％以内

償還の方法 借入先の融通条件によるものとする。ただし、本市

の都合により、その全部又は一部を繰上償還又は借

換えすることがある。

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

職 員 給 与 費 166,775千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

（1） 事 業 費 用 補 助 253,497千円

（2） 中央卸売市場整備事業債償還金補助 34,964千円

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓
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議案第79号

令和7年度金沢市下水道事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（1） 年度 末排水人 口 437,635人

（2） 年間 総 処理水 量 65, 040, 000m3

（3） 主要な建設改良事業

管 渠 施 設 延長 2, 086m 2, 592, 900千円

ポ ン プ 場 施 設 627,700千円

雨 水 関 連 施 設 608,500千円

水 質 管 理 施 設 2,643,263千円

流 域 下 水 道 事 業 130, 300千円

災 害 復 旧 事 業 8, 997, 100千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中管

渠費906,805千円の財源の一部にあてるため、企業債67,000千円を借り入れる。

収 入

第1款 事 業 収 益 17, 151, 171千円

第1項 営 業 収 益 9,898,646千円

第2項 営 業 外 収 益 7,043,754千円

第3項 特 別 利 益 208,771千円

合 計 17,151,171千円

支 出

第1款 事 業 費 用 16,618,514千円

第1項 営 業 費 用 14, 341, 360千円

第2項 営 業 外 費 用 1,708,346千円

第3項 特 別 損 失 558,808千円

第4項 予 備 費 10,000千円

外 に 当 年 度 予 定 利 益 532,657千円

合 計 17, 151, 171千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額6,832,677千円は過年度分損益勘定留保資金538,306千円、

当年度分損益勘定留保資金5,668,100千円、減債積立金454, 000千円及び当年度分

消費税等資本的収支調整額172,271千円で補てんするものとする。）。
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収

第2款 資 本 的 収 入

第1項 企 業 債

第2項 他 会 計 出 資 金

第3項 補 助 金

第4項 他 会 計 負 担 金

第5項 受 益 者 負 担 金

第6項 工 事 負 担 金

第7項 回 収 金

第8項 固 定資産売却収入

外に過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金

当年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金

減 債 積 立 金

当年度分消費税等資本的収支調整額

合 計

支

第2款 資 本 的 支 出

第1項 建 設 改 良 贄

第2項 企 業 債 償 還 金

第3項 貸 付 金

第4項 予 備 費

合 計

入

18, 285, 859千円

7,870,700千円

1,305,415千円

8,508,842千円

26,784千円

15,250千円

557,558千円

1, 300千円

10千円

538,306千円

5,668,100千円

454,000千円

172,271千円

25,118,536千円

出

25,118,536千円

15,939,314千円

9,171,222千円

3,000千円

5,000千円

25, 118, 536千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項、

める。

期間及び限度額は、次のとおりと定

事 限 度 額項 期 間

千N
庁 舎 設 備 改 修 費 令 和 8 年 度 22，800

水質管理施設整備事業費 令 和 8 年 度 264，000

（企 業 債）

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

目 的 建設改良資金、災害復旧事業費及び企業債償還金に

あてるため。

限 度 額 7, 937, 700千円

起 債 の 方 法 証券の発行又は普通貸借の方法により、政府その他

から起債する。
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利 率 4．0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率）

償 還 の 方 法 借入先の融通条件によるものとする。ただし、本市

の都合により、その全部又は一部を繰上償還又は借

換えすることがある。

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、5, 000, 000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他

の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経

費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)

(2)

職
交

給 与 費

際 費

員 814,740千円

10千円

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

市 卓金 長 村 山沢
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議案第80号

令和7年度金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計予算

（総 則）

第1条 令和7年度金沢市の公設花き地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

取 扱 数 量 16, 700千本

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益

第1項 営 業 収 益

第2項 営 業 外 収 益

合 計

支 出

第1款 事 業 費 用

第1項 営 業 費 用

第2項 営 業 外 費 用

第3項 予 備 費

外 に 当 年 度 予 定 利 益

合 計

（一時借入金）

第4条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以

円
円
円
円

千
千
千
千

９
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７
９

６
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７
６

８
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３
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８
３

４
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円
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円
円

千
千
千
千
千
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９
４

５
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０
９

９
８

１
０

７
６

５
５

５
５

２
８

３
Ｌ

Ｌ
３

４
４

４

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

職 員 給 与 費 13,858千円

（他会計からの補助金）

第6条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

運 営 費 補 助 17, 680千円

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓
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議案第81号

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例制定について

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（趣旨）

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成14年

法律第48号。以下「法」という。） 第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条

第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条

第5項、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第38条第4項並びに地方公営企業等

の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号）附則第5項の規定に基づき、職員

（法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。）及び短時間勤務職員（法第

2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。）の任期を定めた採用並びに

任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員の給与の特例に関し必要な事項を定め

るものとする。

（職員の任期を定めた採用）

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有す

る当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特

に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用するこ

とができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知

識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれ

かに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の

能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用す

ることができる。

(1)当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的
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な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確

保することが一定の期間困難である場合

(2)当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門

的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する

当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場

△ロ

（3）当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要がある

ため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められ

る職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

（4）当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を

必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験

を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させる

ことが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採

用することができる。

（1）一定の期間内に終了することが見込まれる業務

（2）一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる

業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を

限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を

任期を定めて採用することができる。

（短時間勤務職員の任期を定めた採用）

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事さ

せることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を

任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービ

スについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又は

その延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、

短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保

するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
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3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認（企業職員（地方公営

企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員のうち、同条第1号に規定

する地方公営企業に勤務するものをいう。以下同じ。）及び技能労務職員（地方公務員

法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。

以下同じ。）にあっては、当該承認に相当する承認その他の処分）を受けて勤務しない

時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理する

ため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができ

る。

(1)職員の服務等に関する条例（平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。）

第16条の規定による介護休暇の承認

（2）地方公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第110号）第19条第1項の規

定による部分休業の承認

（任期の特例）

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業

務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得

ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務

職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて

採用した趣旨に反しない場合とする。

（任期の更新）

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又

は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員又は短時間勤務職員の同意を得

なければならない。

（特定任期付職員の給料の特例）

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員（企業職員である職員及

び技能労務職員である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料

表を適用する。

給 料 月 額

ロ言 級

円

393，0001
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2 441，000

3 493，000

4 556, 000

5 636，000

6 742，000

7 866，000

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びに

その者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準

となるべき職務の内容は、次の号給別基準職務表に定めるとおりとする。

給

ロ言

基準となる職務

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する

職務

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する

困難な職務

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する

特に困難な職務

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事

する特に困難な職務

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事

する特に困難で重要な職務

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用して従事する特に困難で重要な職務

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経

験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

1

2

3

4

5

6

7

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号

給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を

同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1

からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることが

できる。
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4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲

内で行わなければならない。

（特定任期付職員についての給与条例の適用除外等）

第8条 職員の給与に関する条例（昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。）第

4条、第5条、第10条から第11条まで、第12条の5、第23条の2及び第23条の5の規定

は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の2、第19条の2第1項及び第2項、第21条

第2項並びに第22条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第16条の2中「第

10条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（令和7年条例第 号）第2条第1項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第19条の2第1項及び第2項中「第10条の2第

1項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与

条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第22条第2

項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87. 5」とする。

（任期付短時間勤務職員についての給与条例等の特例）

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（企業職員である短

時間勤務職員及び技能労務職員である短時間勤務職員を除く。以下「任期付短時間勤務

職員」という。）についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項 決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その者

の受ける号給に応じた額に、服務等条例第2条第

4項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とす

る

第 5 条 第 4 決定する

項、第6項及

び第7項

決定するものとし、その者の給料月額は、その者

の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た

額とする
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第13条第2項

第2号

定年前再任用短

時間勤務職員

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例（令和7年条例第 号）第4条の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

（同条例第1条の短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）（企業職員（同条例第4条第3項の企業職

員をいう。） である短時間勤務職員及び技能労務

職員（同項の技能労務職員をいう。） である短時

間勤務職員を除く。以下「任期付短時間勤務職

員」という。）

第16条第1項 支給する 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第

1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした

もののうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が7時間45分に

達するまでの問の勤務にあっては、同条に規定す

る勤務1時間当たりの給与額に100分の100 (その

勤務が午後10時から翌日の午前5時までの問であ

る場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第16条第5項 要しない 要しない。ただし、当該時間が金沢市一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9

条第1項の規定により読み替えられた第1項ただ

し書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤

務に係る時間である場合にあっては、第20条に規

定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150

（その時間が午後10時から翌日の午前5時までの

間である場合は、100分の175)から100分の100

（その時間が午後10時から翌日の午前5時までの

間である場合は、100分の125）を減じた割合を乗

じて得た額とする

第23条の6の｜定年前再任用短｜任期付短時間勤務職員
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時間勤務職員見出し

第23条の6 第5条第3項か

ら第10項まで、

第10条の3及び

第11条

第11条、第12条の5及び第13条の2

定年前再任用短

時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

2 任期付短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和60年条例第

4号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中棡に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第31条の見出

し及び第32条

第3項

定年前再任用短

時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

地方公務員法

（昭和25年法律

第261号）第22

条の4第1項又

は第22条の5第

1項の規定によ

り採用された職

員（以下「定年

前再任用短時間

勤務職員」とい

う。）

金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例（令和7年条例第 号）第4条の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

（同条例第1条の短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）（企業職員（同条例第4条第3項の企業職

員をいう。） である短時間勤務職員及び技能労務

職員（同項の技能労務職員をいう。） である短時

間勤務職員を除く。以下「任期付短時間勤務職

員」という。）

第31条

第2条第3項 第2条第4項

（特定任期付企業職員についての企業職員給与条例の適用除外等）

第10条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和28年条例第22号。以下「企業

職員給与条例」という。）第4条の2第1項、第5条、第5条の2及び第5条の4の規

定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員である職員（以下
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｢特定任期付企業職員」という。） には、適用しない。

2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第4条の2第2項及び第11条の3の規

定の適用については、企業職員給与条例第4条の2第2項中「前項に規定する職にある

職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令

和7年条例第 号）第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、企業

職員給与条例第11条の3中「第4条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは

「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定に

より任期を定めて採用された職員」とする。

3 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である職員に対する

給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「技能労務職員（会計年度任用

職員を除く。）」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（令和7年条例第 号）第2条第1項の規定により任期を定めて採用された技能

労務職員である職員」と、「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」

と、「特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当」とあるのは「特

殊勤務手当」とする。

（企業職員である任期付短時間勤務職員についての企業職員給与条例の特例等）

第11条 第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員である短時間勤務職員に対

する企業職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「育児休業法第18

条第1項」とあるのは、「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（令和7年条例第 号）第4条」とする。

2 第4条の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である短時間勤務職員に対

する給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務

職員については、扶養手当」とあるのは、「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（令和7年条例第 号）第4条の規定により任期を定めて採用され

た技能労務職員である短時間勤務職員（同条例第1条の短時間勤務職員をいう。）につ

いては、扶養手当、住居手当」とする。

（委任）

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）
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1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

（職員の服務等に関する条例の一部改正）

2 職員の服務等に関する条例（平成7年条例第4号）の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「第18条第1項」の次に「又は金沢市一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例（令和7年条例第 号）第4条」を加える。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

3 職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第2号）の一部を次のように改正する。

第2条第4号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。

（4）金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和7年条例第

号）第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

第17条に次の1項を加える。

3 育児短時間勤務をしている職員についての金沢市一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（令和7年条例第 号）の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

第7条第2項 決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、そ

の者の受ける号給に応じた額に、服務等条例

第2条第2項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間

で除して得た数（以下「算出率」という。）

を乗じて得た額とする

第7条第3項 相当する額 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額

提案の趣旨

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の規定に基づく任期付採用制度

の導入に伴い、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定める。
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議案第82号

金沢市児童福祉法に基づく一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定について

金沢市児童福祉法に基づく一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次

のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市児童福祉法に基づく一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨）

第1条 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。） 第12条の4第2項の

規定による一時保護施設（同条第1項に規定する一時保護施設で本市の児童相談所に設

置するものをいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」とい

う。） に関しては、この条例の定めるところによる。

（用語の意義）

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

（最低基準の目的等）

第3条 最低基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境にお

いて、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（児童相談所長及び一時保護施設の

管理者を含む。以下同じ。）の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送

ることを保障するものとする。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

（最低基準と一時保護施設）

第4条 一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなけれ

ばならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低

基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

（一時保護施設の一般原則）
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第5条 一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人ひとり

の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容

を適切に説明するよう努めなければならない。

3 一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

4 一時保護施設は、法第33条第1項又は第2項に規定する一時保護の目的を達成するた

めに必要な設備を設けなければならない。

5 －時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの

児童に対する危害防止に十分に考慮して設けられなければならない。

6 一時保護施設は、入所している児童の権利の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置

を講じるよう努めなければならない。

（非常災害対策）

第6条 一時保護施設は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要

な設備を設けなければならない。

2 一時保護施設は、施設防災計画（施設に入所している児童の特性、当該施設の周辺地

域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非

常災害が発生した場合における入所している児童の安全の確保のための体制、避難の方

法等を定めた計画をいう。以下同じ。）を策定し、定期的に職員に周知しなければなら

ない。

3 一時保護施設は、施設防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機

関との連携の体制並びに入所している児童を円滑に避難誘導するための体制を整備し、

定期的に、これらの体制について職員及び入所している児童に周知するとともに、避難

訓練、消火訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

4 前項に規定する訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、毎月1回以上行わなければな

らない。

5 一時保護施設は、第3項に規定する訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、

必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

（安全計画の策定等）
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第7条 一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全

点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活そ

の他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設に

おける安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 一時保護施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。

3 一時保護施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を

行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第8条 一時保護施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移

動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の

所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

（差別的取扱いの禁止）

第9条 一時保護施設は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別

的取扱いをしてはならない。

（児童の権利擁護）

第10条 市長又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、

児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必

要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなけ

ればならない。

2 一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向（法第33条の3の

3に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。）を尊重した支

援を行わなければならない。

(児童の権利の制限）

第11条 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。

2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の

権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得る

よう努めなければならない。

（児童の行動の制限）
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第12条 一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。

（児童の所持品等）

第13条 一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止

してはならない。

2 －時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童

の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、

児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。

3 一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が

生じないような設備に保管しなければならない。

（虐待等の禁止）

第14条 一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為そ

の他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

（業務継続計画の策定等）

第15条 一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対す

る支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うよう努めるものとする。

（設備の基準）

第16条 一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

（1）児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場（一時保護施設の付近にある屋内運動場

に代わるべき場所を含む。第8号及び第29条第2項において同じ。）又は屋外運動場

（一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び第29条

第2項において同じ。）、相談室、食堂（ユニット（居室、居室に近接して設けられ

る相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所

であって、その利用定員がおおむね6人以下であるものをいう。以下この条並びに第

20条第1項及び第2項において同じ。） を整備し、各ユニットにおいて食事を提供す
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る場合を除く。）、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2)児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができ

るよう、ユニットを整備するよう努めること。

(3)児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環

境を整えること。

(4)児童の居室のl室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4．95平

方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の1室の定員は、これ

を6人以下とし、その面積は、1人につき3．3平方メートル以上とすること。

(5)少年（法第4条第1項第3号に規定する少年をいう。次号において同じ。）の居室

のl室の定員は、1人とするよう努めるとともに、その面積は、8平方メートル以上

とするよう努めること。

(6)少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童（少年を含む。

以下この号において同じ。）で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が

可能な居室を設けること。

(7)入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(8)学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積

を有すること。

(9)浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象と

して設けるときは、この限りでない。

(10）居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指

向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

（令和5年法律第68号）第2条第1項に規定する性的指向及び同条第2項に規定する

ジェンダーアイデンティティ等に配盧すること。

(11）児童30人以上を入所させる一時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。

(12)児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えるこ

と。

（一時保護施設における職員の一般的要件）

第17条 一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、

豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童

福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
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（一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等）

さん

第18条 一時保護施設の職員は、常に自己研鎖に励み、法第33条第1項又は第2項に規定

する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努め

なければならない。

2 市長は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所

している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事

項に関する研修の機会を確保しなければならない。

（職員）

第19条 一時保護施設には、児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第22

条において同じ。）、嘱託医、看護師、保育士、心理療法担当職員、個別対応職員、学

習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童10

人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時

保護施設にあっては学習指導員を、児童40人以下を入所させる一時保護施設にあっては

栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かない

ことができる。

2 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につ

き1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以

上の児童おおむね3人につき1人以上とする。

3 心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上とする。

4 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。

（夜間の職員配置）

第20条 一時保護施設（ユニットを整備していないものに限る。）には、夜間、職員2人

以上を置かなければならない。

2 一時保護施設（前項に規定するものを除く。） には、夜間、一のユニットごとに職員

1人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、2人を下

ることはできない。

3 －時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第25条第1項の規

定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前2項に規定する

職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。

（一時保護施設の管理者等）
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第21条 一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能

力を有する者を管理者として置かなければならない。

2 一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければなら

ない。

3 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉

に係る相談援助業務（法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。）に通算

しておおむね5年以上従事した経験を有する者でなければならない。

4 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、2年に1回以上、一時保護施設の運

営に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のための一時保護施設の設備及び運営

に関する基準（令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。） 第20条第4項の

規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなけ

ればならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

（児童指導員の資格）

第22条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1)基準府令第21条第1項第1号の規定により都道府県知事の指定する児童福祉施設の

職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者（学校教育法（昭和22年法律第26

号）の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

(2)社会福祉士の資格を有する者

(3)精神保健福祉士の資格を有する者

(4)学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、

社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した者

(5)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に

関する科目の単位を優秀な成續で修得したことにより、同法第102条第2項の規定に

より大学院への入学を認められた者

(6)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(7)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8)学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条
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第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し

た者を含む。）又は基準府令第21条第1項第8号の文部科学大臣がこれと同等以上の

資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

（9）教育職員免許法（昭和24年法律第147号）に規定する幼稚園、小学校、中学校又は

高等学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

（心理療法担当職員の資格）

第23条 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しく

は大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者でなければならない。

（学習指導員の資格）

第24条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の

免許状を有する者でなければならない。

2 学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒

をいう。）を入所させる一時保護施設であって学習指導員を2人以上置くものにあって

は、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び同法に規

定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ1人以上置くよう努めなけ

ればならない。

（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準）

第25条 一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一

時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ね

ることができる。

2 前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所し

ている児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。

（衛生管理等）

第26条 一時保護施設は、入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水

については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 －時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延
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しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。

3 一時保護施設は、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができる

よう適切に、入所している児童を入浴させ、又は情しきしなければならない。

4 一時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。な

お、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。

5 一時保護施設は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適

正に行わなければならない。

（食事）

第27条 一時保護施設は、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時保護施設

内で調理する方法（第25条の規定により、当該一時保護施設の調理室を兼ねている他の

社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）により行わなければならない。

2 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、で

きる限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するもの

でなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所し

し

ている児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の

児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 一時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければ

ならない。

（入所した児童及び職員の健康状態の把握等）

第28条 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等

に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必

要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護

の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は市長に勧告しな

ければならない。

3 一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を
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調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

（養護）

第29条 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、

生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を

支援することを目的として行わなければならない。

2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用

する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。

（生活支援、教育及び親子関係再構築支援等）

第30条 一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習!'貫

を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければな

らない。

2 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことがで

きるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3 一時保護施設は、学校教育法第1条に規定する学校（幼稚園を除く。）に在籍してい

る児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれてい

る環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。

4 一時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必

要な支援等を行わなければならない。

5 一時保護施設は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除

を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。

（関係機関との連携）

第31条 児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関

と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。

（一時保護施設内部の規程）

第32条 一時保護施設は、次に掲げる事項のうち必要な事項について、規程を設けなけれ

ばならない。

（1）入所する児童の支援に関する事項

（2）その他施設の管理についての重要事項

（一時保護施設に備える帳簿）
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第33条 一時保護施設は、入所している児童又はその保護者等からの苦情及び相談、入所

している児童の処遇の状況に関する帳簿を整備し、当該帳簿をその完結の日から5年間

保存しなければならない。

（秘密保持等）

第34条 一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。

2 市長は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児

童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

（苦情への対応）

第35条 市長は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。

2 市長は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当

たって当該一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。

（電磁的記録）

第36条 一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。） で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

（委任）

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

（設備に関する経過措置）

第2条 この条例の施行の際現に存する一時保護施設（建築中のものを含み、この条例の

施行の後に全面的に改築されたものを除く。） に係る設備については、第16条の規定は
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適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。次条

において「児童福祉施設設備運営基準」という。） 第41条の規定を準用する。

（職員及び夜間の職員配置に関する経過措置）

第3条 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員

の数及び夜間の職員体制につき、この条例に定める基準により難いときは、当該一時保

護施設は、令和8年3月31日まで、これによらないことができる。この場合においては、

児童福祉施設設備運営基準第42条及び第46条の規定を準用する。

（指導教育担当職員に関する経過措置）

第4条 令和8年3月31日までの間は、第21条第3項の規定にかかわらず、一時保護施設

には、法第12条の3第2第6号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の職員の

指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者と

認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。

提案の趣旨

児童福祉法の一部改正に伴い、 一時保護施設の設備及び運営に 関する基準を定める。
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議案第83号

金沢市企業局経営審議会設置条例制定について

金沢市企業局経営審議会設置条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市企業局経営審議会設置条例

（設置）

第1条 本市は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業（以下「公営企業」とい

う。） の健全な経営を確保するため、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第14条

の規定に基づき、金沢市企業局経営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（任務）

第2条 審議会は、公営企業管理者（以下「管理者」という。）の諮問に応じ、公営企業

の経営に関する重要事項について、調査審議するほか、当該重要事項について、管理者

に意見を述べることができる。

（組織）

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。

（委員及び専門委員）

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

（1）知識経験を有する者

（2）関係団体を代表する者

（3）その他管理者が必要があると認める者

2 専門委員は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱す

る。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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4 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解

嘱されるものとする。

（会長）

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

（委任）

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の健全な経営を確保するため、金沢市企業局

経営審議会を設置する。
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議案第84号

金沢市事務分掌条例の一部改正について

金沢市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市事務分掌条例の一部を改正する条例

金沢市事務分掌条例（平成17年条例第7号）の一部を次のように改正する。

第2条第1号イ中「広報及び広聴」を「情報化」に改め、同条第2号中エを削り、ウを

エとし、イをウとし、アの次に次のように加える。

イ 広報に関する事項

第2条第6号中ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように加える。

イ 広聴に関する事項

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

市政情報を効果的かつ積極的に発信するとともに、市民の声を的確に捉えた協働による

まちづくり及びデジタル技術を活用したまちづくりを推進するため、分掌事務を見直す。
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議案第85号

金沢市職員定数条例の一部改正について

金沢市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市職員定数条例の一部を改正する条例

金沢市職員定数条例（昭和26年条例第11号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「1,862人」を「1,892人」に、「260人」を「233人」に、「336人」を

｢338人」に、「440人」を「445人」に、「3,294人」を「3,304人」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

行政需要の変化に対応し、本市行政の効率的な執行体制を確保するため、職員定数を一

部改める。

71



議案第86号

職員の服務等に関する条例の一部改正について

職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例

職員の服務等に関する条例（平成7年条例第4号）の一部を次のように改正する。

第8条の3第2項中「3歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、

同条第4項中「中「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子

を養育する」とあり、」を「及び」に改める。

第15条第1項中「定める者」の次に「（第16条の2第1項において「配偶者等」とい

う。）」 を加える。

第16条の次に次の2条を加える。

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）

第16条の2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったこ

とを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置

（以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知ら

せるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」と

いう。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければなら

ない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項

に規定する事項を知らせなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第16条の3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

（2）介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
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（3）その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

附 則

（施行期日）

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日

から施行する。

（経過措置）

第2条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を改正後の第8条の3

第2項に規定する勤務の制限の初日とする同項の規定による請求（3歳から小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、

施行日前においても、当該請求を行うことができる。

提案の趣旨

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に

伴い、時間外勤務の制限の対象となる育児を行う職員の範囲を拡大するほか、仕事と介護

の両立支援制度に関する規定を整備する。
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議案第87号

職員の給与に関する条例の一部改正について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例（昭和26年条例第7号）の一部を次のように改正する。

第29条に次の1号を加える。

(7)市立保育所及び児童相談所において提供される職員の給食に係る経費

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

市立保育所等における事務の効率化を図るため、市立保育所等において提供される職員

の給食に係る経費について職員の給与からの控除対象に追加する。
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議案第88号

職員の給与に関する条例等の一部改正について

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第1条 職員の給与に関する条例（昭和26年条例第7号）の一部を次のように改正する。

第5条第6項中「55歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次項各号に掲げる職員」

に、「行政職給料表」を「医療職給料表(2)」に改め、「及び同表以外の各給料表の適

用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員」を削り、

同条第7項中「55歳以上の職員で市長が定めるもの」を「次の各号に掲げる職員」に、

「である場合又は」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 55歳以上の職員で市長が定めるもの（次号に掲げる職員を除く。）

（2）行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表

以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市

長が定める職員

第11条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、同条第1

項ただし書中「次項第1号及び第3号から第6号まで」を「次項第2号から第5号ま

で」に、「及び次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」を「において「扶養親族

たる父母等」に改め、「（同条において「行政職9級職員等」という。）」を削り、同

条第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り

上げ、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第1号に該当する扶養親

族（次項において「扶養親族たる子」という。）については1人につき13,000円、扶養

親族たる父母等」に改め、「（次条第3項第4号及び第6号において「行政職8級職員

等」という。）」 及び「、前項第2号に該当する扶養親族（次項及び同条において「扶

養親族たる子」という。） については1人につき10，000円」を削り、同条第4項中
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「（以下この項及び次条第3項第7号において「特定期間」という。）」を削り、「特

定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の1項を加える。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶

養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第12条を次のように改める。

第12条 削除

第12条の5第1項第2号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。同条において同じ。）」を加える。

第19条の2第1項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第2項中「週休日等

以外の日の午前零時から」を「午後10時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休

日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条

第3項中「に定める額」の次に「（前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市

長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額）」を加え、

同項第1号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務をした職員に

あっては、その額に100分の150を乗じて得た額）」 を削る。

第23条の6中「から第12条まで、第12条の3から第12条の5まで及び第23条」を「及

び第ll条」に改める。

第27条第1項ただし書中「、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当」を削る。

別表第1から別表第3までを次のように改める。

別表第1（第4条関係）

行 政 職 給 料 表畷
誇鵬
躯
分 1級 2級 3級 4級 5級 7級 8級6級 9級

給料月額 給料月額

円 円

183, 900 230, 600

185,000 232,100

186,200 233,600

187,300 235,100

給料月額

円

265,900

266,900

267, 900

268,900

給料月額

円

299,500

301,000

302,500

303,900

織斗月額

円

322, 100

323,900

325,700

327,400

給13拐額

円

356,100

357,800

359,400

361,000

給料月額

円

409,300

411,200

413,100

414,900

給料月額

円

459,400

464,900

469,900

474,600

給料月額

円

511, 400

518,300

523,600

527,900

１
２
３
４

５
６
７
８

188,500

190,200

191,800

193, 400

236,600

238,100

239,600

241,100

269,900

270,900

272,000

273, 000

305,300

306,400

307,400

308,600

329,100

330,800

332,500

334,200

416,700

418,500

420,300

422,100

362,600

364,400

365,900

367,500

478,600

482,200

485,200

487,700

531,400

534,700

537,700

540,200

９
ｍ
皿

195, 000

196,700

198, 300

242,600

244,000

245,400

274,000

275,000

276,000

309,800

311,400

313,000

335,800

337,500

339,200

368,900

370,500

372,100

423,700

425,200

426,700

489,7001542,200
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12 199, 900 246,800 277, 100 314,700 373,600340,800 428,200

13

14

15

16

201, 500

203,200

204,900

206,600

248,000

249,200

250,400

251, 600

278, 100

279,400

280,700

281, 900

316, 200

317,800

319, 400

321,000

375,500

377,400

379,300

381, 100

429,700

431,000

432,300

433,500

342,300

343,900

345,500

347,000

17

18

19

20

207,900

209,500

211,100

212,600

252,700

253,800

254,900

256,000

283,200

284,500

285,700

286,900

322,500

324,200

325,800

327,400

348,400

350, 100

351,700

353,300

382,600

384,400

386,100

387,700

434,700

436,000

437,300

438,600

21

22

23

24

214,100

215,700

217,300

218,900

257,000

258,000

259,000

260,000

288,000

289,200

290,500

291, 800

328,800

330,500

332,200

333,800

354,500

356,100

357,600

359,100

389,400

390,800

392,200

393,600

439,800

440,600

441,400

442,200

25

26

27

28

220,500

222,200

223,500

224,800

261,000

261,900

262,800

263,700

293, 100

294,100

295,100

296,200

335,000

336,900

338,600

340,200

360, 800

362, 600

364,300

366,000

395,000

396,200

397,500

398,500

442,800

443,400

444,000

444,600

29

30

31

32

226, 100

227,200

228,300

229,400

264,500

265,300

266, 100

266,900

341,700

343,300

344,900

346,500

297,300

298,500

299,600

300,800

367,400

368,700

369,900

371, 300

399,600

400,800

401, 900

403,000

445,300

446, 100

446,500

447,200

33

34

35

36

230,600

231, 700

232,800

233,900

267,600

268,400

269,200

269,900

302,000

303,300

304,600

305,900

348,200

350,000

351, 800

353,600

372,400

373,300

374,300

375,400

403,700

404,400

405, 100

405,800

447,700

448, 100

448,500

448,900

37

38

39

40

235, 000

236,000

237,000

237,900

270,600

271, 400

272,300

273,000

307,200

308,500

309,800

311, 100

355,200

356,600

358,000

359,400

376,200

377,100

378,000

378,800

406,400

407,000

407,500

407,900

449,300

449,700

450,100

450,400

41

42

43

44

238,800

239,700

240,500

241,300

273,700

274,500

275,300

276,000

312,400

313, 800

315, 100

316,200

360,900

361,700

362,700

363,700

379,600

380,400

381,200

381, 900

408,300

408,500

408,800

409, 100

450,700

451,100

451,400

451, 700

45

46

47

48

276,700

277,400

278,100

278,800

242,000

242,600

243,200

243,800

317, 100

318,400

319, 700

321,000

364,600

365, 700

366,600

367,600

382,600

383,300

384,000

384,700

409,400

409,700

410,000

410,300

452,000

279,500

280,200

280,900

281,600

49

50

51

52

244,400

245,000

245,600

246,100

322,200

323,500

324,700

325,900

368,500

369,200

369,900

370,500

385,200

385,800

386,400

387,100

410,500

410,800

411,100

411,400

53

54

55

56

246,600

247,000

247,300

247,600

282,200

282,900

283,500

284,200

327,200

328,300

329,400

330,500

370,900

371,500

372,200

372,900

387,500

388,100

388,700

389,200

411, 600

411, 900

412,200

412,500

７
８
９

５
５
５

247,900

248,200

248,500

284,800

285,500

286, 100

373,200

373,900

374,600

331,200

332,100

332,800

389, 600

390,200

390,800

412, 700

413,000

413,300

77



藤
禰
醐
鵬
鯛
柵
則
伽
鵬

60 248. 800 286. 800 333,600 375,200 391. 300 113. 500

61

62

63

64

249,100

249,400

249, 700

250.000

287,400

288, 100

288,700

289,200

334,400

334,800

335,400

336. 100

375,500

376,000

376,600

377,200

391, 700

392,200

392,700

393.300

413, 700

414, 000

414, 300

414. 500

65

66

67

68

250, 300

250,600

250,900

251. 200

289,700

290,300

290, 800

291. 400

336,900

337,600

338,300

338,900

377,500

378, 100

378,800

379,400

393,600

394,000

394,400

394.800

414,700

415,000

415, 300

415,500

69

70

71

72

251,500

251,800

252, 100

252,400

291, 900

292,400

293,000

293.600

339,400

340,000

340,500

341.100

379,800

380,300

380,900

381.400

395, 100

395,400

395,700

395.900

415,700

416, 000

416, 300

416. 500

73

74

75

76

252,700

253,000

253,300

253,600

294, 100

294,600

295,000
295.300

341,400

341, 900

342,300

342,700

381,900

382,500

383,000

383.300

396,100

396,400

396,700

397.000

116. 700

77

78

79

80

253,900

254,200

254,500

254.800

295,500

295,800

296,000

296,300

343, 100

343,600

344,100

344,600

383,700

384,200

384,600

385,000

397,200

397,500

397,800
398. 000

81

82

83

84

255,100

255,400

255,700

256,000

296,500

296,700

297,000

297.200

344,900

345,300

345,700

346,100

385,400

385,900

386,300

386,700

398,200

398,500

398,800

399.000

85

86

87

88

256,300

256,600

256,900

257.200

297,500

297,800

298,100

298,400

346,400

346,800

347,200

347,600

387.000 399,200

89

90

91

92

257,500

257,800

258,100

258,400

298,700

299,000

299,300

299.700

347,800

348,200

348,600

349,000

93

94

95

96

258,700 299,900

300,100

300,400

300,800

349,200

349,600

350,000

350.300

飯
肥
的
Ⅷ

301, 000

301,300

301,700
302. 100

350,600

351,000

351,400

351. 800

101

102

103

104

302,300

302,600

302,900

303.200

352,300

352,700

353,100

353.500

105

106

107

303,400

303,700

304,000

354,000

354,400
354. 700

78



108 304, 300 1 355, 100

109

110

111

112

304,500

304,900

305,300

305,600

355,600

３
４
５

６
１
１

１
１

１
１

１
１

305,800

306,000

306,300

306,700

117

118

119

120

306,900

307, 100

307,400

307,700

１
２
３

４
２

２
２
２

１
１
１

１

308,100

308,300

308,600

308,900

125 309,200群
禰
棚
鵬
剛
柵
員

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準
給料月額

基 準

給料月額

基 準
網豊明額

基 準
給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

円

192, 500

円

220,000

円

260,600

円

280,400

円

295,600

円

321,400

円

363,600

円

397,200

円

449,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条及び第27条に規定する職
員を除く。

別表第2（第4条関係）

教 育 職 給 料 表畷
謡囎
駆
分 1級 2級 3級 4級 5級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

200,400

202,700

205,000

207,200

１
２
３
４

246,900

248,400

249,800

251, 200

320,500

322,300

324, 100

325,800

377,700

379,200

380,600

382,000

453,000

454,800

456,600

458,400

５
６
７
８

209, 400

211,700

213, 900

216, 100

252,600

253,800

255,000

256,200

327,400

329,300

331, 200

333,100

383,400

384,900

386,400

387,800

460,000

461,700

463,600

465,300

９
皿
ｕ
吃

218,300

220,500

222,700

224,900

257,600

258,800

260,100

261,400

334,900

336,900

338,700

340,500

389,100

390,600

392, 100

393,600

467,000

468,600

470, 100

471,600

13

14

15

16

227, 100

229,200

231,400

233,500

262,700

264,600

266,400

268,200

342,200

343,900

345,500

347, 100

395,000

396,500

398, 100

399,600

473,100

474,400

475,700

477,000

79



17

18

19

20

235,600

237,400

239, 100

240,800

269,900

272,200

274,400

276,600

348,700

350,000

351,200

352,400

401, 000

402,600

404, 200

405,700

478,200

478,900

479,600

480,400

21

22

23

24

242, 500

243,800

245, 100

246, 400

278,800

281, 000

283,200

285,300

353,700

355,400

357, 000

358,500

406,900

408,300

409,700

411, 000

481,000

25

26

27

28

247,600

248,800

250,000

251, 200

287,300

289,200

291, 100

292,900

360,000

361, 600

363,200

364,700

412, 600

414, 000

415, 300

416, 700

29

30

31

32

252,300

253,500

254,700

255,900

294,700

296,600

298,400

300, 100

366,200

367,800

369,400

370,900

418, 100

419, 400

420,900

422,400

33

34

35

36

257,000

258,300

259,600

260,900

301, 800

303,600

305,300

306,900

372,400

374,000

375,600

377, 100

424,000

425,400

427,000

428,500

37

38

39

40

262,300

263,700

265,000

266,300

308,500

310, 200

312,000

313, 800

378,600

380,100

381,600

383,000

430,200

431,700

433,300

434,900

41

42

43

44

267,600

268,600

269,600

270,500

315, 100

317, 000

318,800

320,500

384,400

385,900

387,300

388,700

436,400

437,900

439,200

440,400

45

46

47

48

271,200

272,100

272,900
273,700

322,200

324, 100

325,800

327,500

390,200

391,800

393,400

394,800

441,600

442,900

444,100

445,300

49

50

51

52

274,500

275,300

276,000

276,800

329,200

331, 000

332,800

334,500

396,000

397,500

398,900

400,200

446,400

447,600

448,800

450,000

53

54

55

56

277,600

278,400

279,200

280,000

336,200

337,500

338,800

340,100

401, 400

402,600

403,900

405,200

451, 200

452,400

453,600

454,800

57

58

59

60

280,700

281,300

282, 100

283,000

341,600

343,200

344,700

346,300

406,500

407,800

409,200

410,400

455,900

456,500

457,000

457,500

61

62

63

64

283,800

284,400

285,200

285,900

347,800

349,400

351, 000

352,500

411, 600

413, 000

414, 400

415,700

458,000

65

66

67

68

286,900

287,700

288,500

289,200

354,000

355,700

357,300

358,800

416, 900

418, 100

419, 400

420,800

80



69

70

71

72

289,900

290,700

291, 500

292,200

360,300

361, 900

363,500

365,000

422, 100

423,300

424,300

425,500

73

74

75

76

292,900

293,600

294,300

294,900

366,500

368, 100

369,700

371, 200

426,700

427,800

429,000

430,000

瀞
轆
棚
鵬
剛
澱
則
畑
囎

77

78

79

80

295,500

296,200

296,900

297,500

372,700

374, 100

375,500

376,800

431,100

432,100

433, 100

434,100

81

82

83

84

298, 100

298,800

299,500

300,200

378, 100

379,500

380, 900

382,200

435,000

435,800

436,600

437,400

85

86

87

88

300,900

301, 700

302,400

303,100

383,300

384,700

386,000

387,300

438, 100

438,600

439,000

439,400

89

90

91

92

303,800

304,700

305,500

306,300

388,500

389,800

390,900

392,100

439, 800

440,100

440,400

440,600

93

94

95

96

306,800

307,600

308,400

309,200

393,300

394,400

395,600

396,900

440,900

441, 200

441,500

441,700

ｗ
兜
的
皿

309,900

310,700

311, 500

312, 200

398,300

399,300

400,300

401,300

441, 900

442,200

442,500

442,700

101

102

103

104

313,000

314,000

314, 900

315, 700

402,200

403,200

404,300

405,400

442,900

443,200

443,500

443,700

105

106

107

108

316, 300

317, 100

317, 900

318,700

406, 100

407,000

407,900

408,800

443,900

109

110

111

112

319,400

319,800

320,200

320,700

409,600

410, 400

411, 200

412, 000

113

114

115

116

321,200

321,600

322, 100

322,500

412,600

413,300

414,000

414, 700

117

118

119

323,000

323,500

323,900

415,300

415,800

416,200

81



120 324,400 416,5001

121

122

123

124

324,900

325,300

325,800

326,300

416, 800

417,100

417, 400

417, 600

125

126

127

128

326,900

327,200

327,500

327,800

417,800

418,100

418, 400

418,600

129

130

131

132

328,000

328,300

328,600

328,800

418, 800

419, 100

419, 400

419,600

133

134

135

136

329,000

329,200

329, 400

329,700

419, 800

420, 100

420,400

420,600

137

138

139

140

330,000

330,200

330,500

330,800

420,800

421,100

421,400

421,600

１
２
３
４

４
４
４
４

１
１
１
１

331, 000

331, 200

331, 500

331,700

421, 800

422,100

422,400

422,600

145

146

147

148

332,000

332,200

332,500

332,800

422,800

149

150

151

152

333,000

333,200

333,500

333,800

153 334,000鮮
祁
醐
鯛
剛
柵
員

基 準

給 料 月 額

基 準

給 料 月 額

基 準

給 料 月 額

基 準

給 料 月 額

基 準

給 料 月 額

円 円 ■■
‘■ 円 円

239,100 279,800 337,400 422,900308,900

備考
11 この表は、金沢市立工業高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭 実習教諭、

養護教諭、助教諭、養護助教諭、識而及び実習助手に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円を
それぞｵ1加算した額とする。

別表第3（第4条関係）

医 療 職 給 料 表

ア 医療職給料表(1)

82



噛
諸囎
駆
分 1級 2級 3級 4級

給料月額給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

292, 100

294,400

296,700

298,900

１
２
３
４

401, 300

404,000

406,600

409, 100

456,200

458,200

460, 100

462,000

551, 100

557,200

562,500

567,500

５
６
７
８

301,000

304,500

308,000

311,400

411, 500

413, 700

415,800

417,900

463,400

465,200

467,000

468,800

571, 900

576,200

579,800
582,800

９
岨
ｕ
Ｅ

314, 900

318,400

321, 800

325,200

420,000

421,500

423,000

424,500

470,600

472,400

474,200

476,000

585,300

587,600

13

14

15

16

328,600

332,100

335,500

338,900

425,900

427,400

428,900

430,300

477,800

479,600

481,500

483,300

17

18

19

20

342,300

345,400

348,500

351,600

431, 700

433,200

434,700

436, 100

485, 100

487,000

488,900

490,800

21

22

23

24

354,800

358,000

361, 100

364, 100

437,500

439,100

440,600

442,000

492,700

494,400

496,200

498,000

25

26

27

28

367,100

369,400

371,700

373,900

443,400

444,800

446,200

447,600

499,600

501,400

503,200

504,800

375,800

377,500

379,200

381, 000

29

30

31

32

449,000

450,400

451,800

453,200

506,200

507,900

509,700

511, 400

33

34

35

36

382,800

384,600

386,200

387,600

454,600

456,000

457,400

458,800

512,900

514,200

515, 500

516, 800

37

38

39

40

389,000

390,500

392,000

393,500

460,200

461,900

463,500

465, 100

517,800

519, 100

520,400

521,700

鮮
禰
僻
鵬
醐
柵
則
伽
囎

395,000

395,700

396,300

397,100

１
２
３
４

４
４
４
４

466,700

467,900

469,100

470,200

522,800

523,600

524,400

525,200

５
６
７
８

４
４
４
４

398,000

398,600

399,200

399,800

471, 200

472,200

473,100

473,900

526, 100

526,900

527,700

528,400

83



９
０
１
２

４
５
５
５

400,400

400,900

401, 400

401, 900

474,600

475,300

476,000

476,600

529,200

530,000

530,700

531,600

53

54

55

56

402,400

402,800

403,200

403,600

477,300

478,000

478,600

479,200

532,500

533,300

534,200

535,100

57

58

59

60

404,000

404,400

404,800

405,200

479,500

480, 100

480,900

481, 600

535,900

536,800

537,700

538,400

61

62

63

64

405,600

406,000

406,400

406,800

482,000

482,600

483,300

484,000

539,200

540,100

541,000

541,900

65

66

67

68

407, 100 484,400

485,000

485,600

486,100

542,700

543,600

544,500

545,400

69

70

71

72

486,600

487,100

487,600

488, 100

546,200

547, 100

548,000

548,900

73

74

75

76

488,500

489,000

489,400

489,900

549,700

77

78

79

80

490,400

491, 000

491,600

492,000

81

82

83

84

492,500

493, 100

493,700

494,200

85 494,700鮮
禰
睨
職
剛
柵
員

基
給 準

料 月 額
基 準
給 料 月 額

基 準

給 料 月 額
基 準
給 料 月 額

円 円 円 円

302,400 345,200 400, 500 474,400

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)畷
需順
区
Ｉ
の
分

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

給料月額

円
189, 100

給料月額

円
227,900

給料月額

円
263,600

給料月額

円

282,500

給料月額

円

315, 800

給料月額

円
361,600

給料月額

円
416, 000

給料月額

円
480,2001
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481, 600

482,900

484,200

417, 900

419, 800

421, 600

317, 200

318, 600

320,000

363,300

364,900

366,500

264,400

265,200

266, 000

283,300

284, 100

284,800

191, 200

193, 300

195, 400

229,200

230,600

231,900

２
３
４

485,400

486,800

488,200

489,400

423,400

425,000

426,600

428,100

368,100

369,700

371,300

372,900

233, 100

234,200

235,200

236,200

266,800

267,600

268,400

269,200

285,500

286,200

286,900

287,700

321, 400

323,000

324,500

326,000

５
６
７
８

197, 400

199,400

201, 400

203,200

490,800

492, 100

493,500
494,900

429,600

430, 900

432,200

433,500

327,500

329, 100

330,600

332, 100

374,500

376,500

378,500

380,500

270,000

270,800

271, 700

272,500

288,500

289,300

290, 100

290,800

205,000

206, 900

208,800

210, 900

237,300

238,500

239,800

241, 100

９
ｍ
ｕ
吃

496,300

497,400

498,500

499,600

381,900

383,600

385,300

387,000

434,800

436,000

437,200

438,300

291,500

292,600

293,700

294,900

333,600

335,200

336,700
338,200

212, 600

214,600

216, 800

218, 900

242,400

243,700

245,000

246,200

273,300

274,100

274,900

275,700

13

14

15

16

500,700

501, 600

502,500

503,400

439,600

440,700

441,900

443,100

388,700

390,200

391,700

393,200

296, 100

297,300

298,500

299,700

339,700

341, 300

342,900

344,400

17

18

19

20

221, 000

222,100

223,200

224,300

247,400

248,600

249,800

251, 000

276, 500

277,300

278, 100

278,900

444,200

445,000

445,400

446, 100

504,400300,900

302, 100

303,300

304,500

345,700

347,200

348,700
350,200

394,500

395,800

397,200

398,300

225,400

226,300

227,200

228,100

252,100

253,000

253,800

254,600

279,700

280,600

281,500

282,300

21

22

23

24

446,600

447,000

447,400

447,800

305,700

306,900

308,000

309,200

351, 700

353,200

354,700

356,200

399,400

400,500

401, 600

402,700

229,000

230,000

230,900

231,800

255,400

256,200

257,000

257,800

283, 100

284,000

284,900

285,700

25

26

27

28

448,200

448,600

449,000

449,300

310, 500

311, 700

312, 900

314,200

403,500

404,300

405,100

405,900

232,700

233,600

234,500

235,400

258,600

259,400

260,200

261, 000

286,500

287,600

288,600

289,600

357,600

359,200

360,700

362,200

29

30

31

32

449,600

450,000

450,300

450,600

315,400

316,500

317, 700

318, 900

406,300

406,900

407,400

407,800

261,800

262,600

263,300

264, 100

290,600

291,700

292,700

293,700

363,400

364,500

365,700

366,800

33

34

35

36

236,200

237,000

237,800

238,600

450,900320, 100

321, 400

322,700

323,900

367,800

368,600

369,600

370,700

408,200

408,400

408,700

409,000

37

38

39

40

239,400

240,200

241,000

241, 800

265,000

265,800

266,600

267,400

294,700

295,700

296,700

297,700

409,300

409,600

409,900

410, 200

298,700

299,900

301, 000

302,100

324,800

326,000

327,200

328,400

371,700

372,700

373,700

374,600

242,400

243,000

243,600

244,100

268,200

269,000

269,800

270,600

１
２
３
４

４
４
４
４

329,500

330,500

331,500

332,400

375,400

376,200

377,100

377,900

410,400

410,700

411, 000

411, 300

271, 300

272,200

273,000

273,800

303,200

304,300

305,400

306,500

５
６
７
８

４
４
４
４

244,600

245,200

245,700

246,100

411, 500

411,800

412,100

412,400

333,300

334,300

335,300

336,200

378,400

379,200

380,000

380,800

274,500

275,300

276,000

276,700

307,600

308,700

309,800

310, 900

246,500

247,000

247,500

248,000

９
０
１
２

４
５
５
５

定
前
年
再
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105

106

107

108

299,600 337,600

338,000

338,400

338,800

109 339,000瀞
祁
棚
柵
剛
柵
員

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準
給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

円

193, 500

円 円

248,700

円

262,300

円 円 ■■
■ 円

220, 100 329,200288,000 371, 900 434,400

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)噛
諦鵬
嘔
分 2級 3級 4級 5級 6級 7級1級

給料月額

円

208,200

210,100

211,900

213, 600

給料月額

円

241,200

243,400

245,600

247,800

給料月額

円

282,500

283,000

283,500

284,000

給料月額

円

320,100

321, 100

322,100

323, 100

給料月額

円

362,900

364,600

366,300

368,000

給料月額

円
417, 300

419,500
421, 700

423,800

給料月額

円

295,900

296,500

297, 100

297,600

１
２
３
４

５
６
７
８

284,500

285,000

285,500

286,000

215,300

217,200

219,000

220,700

250,000

251,000

251,900

252,800

298, 100

298, 700

299,300

299,800

324, 100

325,300

326,500

327,700

369,800

371,800

373,800

375,800

425,700

427,600

429,400

431, 300

253,700

254,900

256,000

256,900

286, 500

287,000

287,500

288,000

377,500

379,600

381,700

383,700

433,000

434,600

436,300

437,900

９
加
皿
胆

222,400

224,400

226,300

228,200

300,300

300,900

301, 500

302,000

328,800

330,000

331,100

332,200

257,700

258,400

259, 100

260,000

288,500

289,000

289,500

290,000

385,600

387,200

389,000

390,800

439,300

440,600

442,200

443, 700

13

14

15

16

230,200

232,200

234,200

236,200

302,500

303,200

303,900

304,600

333,300

334,500

335,600

336,700

17

18

19

20

238,200

240,200

242,300

244,300

261, 100

262,200

263,300

264,400

290,500

291,000

291,500

292,000

305,300

306,200

307,100

308,000

337,800

339,000

340,100

341,200

392,500

394, 200

396,100

397, 900

445,400

447,000

448,400

449,800

450,900

452,200

453,500

454,900

21

22

23

24

246,200

247,400

248,600

249,700

265,500

266,600

267,700

268,800

292,500

293,000

293,500

294,000

308, 800

309,700

310,600

311, 500

342,300

343,500

344,600

345,700

399,600

401,300

403,100

404, 800

250,800

251,700

252, 600

253,500

269,800

270,900

272,100

273, 100

294,500

295,100

295,900

296,700

346,800

348,100

349,400

350,700

406,400

408,100

409,900

411,700

455,900

456,600

457,400

458,000

25

26

27

28

312, 300

313,300

314,200

315, 100

458,900

459,600

460,400
461, 200

274, 100

274,800

275,500

276,200

297,400

298,200

299,000

299,800

351,900

353,400
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い
四
吟
》
心
つ
つ

四
四
吟
】
つ
つ
つ

四
四
吟
》
、
つ
。

“
い
、
》
い
つ
つ

四
四
ｍ
》
雫
。
。

四
四
ｍ
〕
『
つ
○

四
四
①
》
』
つ
つ

い
い
の
。
、
つ
つ

四
印
画
》
『
つ
つ

四
画
←
一
四
つ
つ

い、吟》＠つつ

四
ｍ
ｍ
》
の
つ
つ

四
ｍ
つ
》
『
つ
つ

四
ｍ
』
》
、
つ
ｏ

四ｍ画》いつつ

四
ｍ
い
】
』
つ
つ

四
ｍ
や
》
』
つ
つ

四
ｍ
の
》
＠
つ
つ

四
つ
つ
む
四
つ
つ

四
ｍ
つ
》
①
。
つ

四
ｍ
『
》
、
つ
つ

四ｍｍ》函ｏつ

い、、》『つつ
四
ｍ
＠
．
骨
つ
。

四
ｍ
の
》
つ
つ
つ

い
、
③
》
心
つ
ｏ

四画の》＠つ○
四
ｍ
『
、
四
つ
つ

四
。
②
》
つ
つ
つ

四
つ
函
》
、
つ
つ

四
③
←
》
つ
つ
つ

い
の
今
専
心
つ
。

い
⑤
烏
つ
つ
つ

四
。
』
》
、
つ
つ

い
③
画
》
つ
つ
○

四
①
画
。
、
つ
つ

“
⑤
の
》
の
つ
つ

四
の
司
》
」
つ
つ

四つ『》つつつ
い
③
四
壱
胃
つ
つ

四
の
←
》
四
つ
つ

四
つ
、
》
四
つ
つ

い
①
、
》
『
つ
つ

四
の
、
。
画
つ
つ

四
ｍ
ｍ
・
吟
。
つ

四
劃
岸
＠
つ
○

四
司
函
幸
吟
つ
○

四
司
画
》
、
つ
ｏ

函
司
四
。
』
つ
つ

函
『
。
》
胃
つ
つ

い
→
ｏ
》
、
つ
つ

い
司
畠
》
』
つ
つ

四
司
］
・
の
つ
つ

四
『
④
》
＠
つ
つ

い
の
つ
》
い
つ
つ

函
の
つ
》
の
つ
つ

四
ｍ
岸
い
つ
つ

四
ヨ
ヨ
》
の
つ
。

四
劃
②
》
四
つ
つ

ぃ
司
の
》
、
つ
つ

い
「
④
“
四
つ
つ

四
「
、
》
、
つ
つ

い
『
の
】
い
つ
つ

函
司
の
〕
、
つ
つ

い
司
司
・
函
つ
つ

四
『
“
》
『
つ
つ

四
司
祭
》
四
つ
つ

い
「
吟
》
『
つ
つ

四
『
、
。
四
つ
つ

四
ｍ
］
？
＠
つ
つ

い
の
、
．
＠
つ
つ

、
④



136 1 305, 800 1 336, 900

137

138

139

140

306,000

306,300

306,600

306,900

337,200

337,600

338,000

338,400

１
２
３
４

４
４
４
４

１
１
１
１

307, 100

307,500

307,900

308,200

338,700

339, 100

339,400

339,800

145

146

147

148

308,400

308,600

308,900

309,300

340, 100

340,500

340,900

341,300

９
０
１
２

４
５
５
５

１
１
１
１

309,500

309,700

310, 000

310,300

341, 600

342,000

342,400

342,800

153

154

155

156

310,700

310, 900

311, 100

311,400

343, 100

157

158

159

160

311, 700

312,000

312,300

312,600

161

162

163

164

313, 000

313, 400

313,700

314, 000

165

166

167

168

314,400

314,700

315,000

315,300

169 1 315, 700鮮
禰
棚
鵬
剛
柵
員

基 準
給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

基 準

給料月額

円

240,300

円

260,800

円

268, 100

円

278,600

円

295,000

円

332,700

円

377,500

備考 この表は、保健所等に勤務する保僻而、看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

|条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和28年条例第22号）の一部を次第2条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和28年条例第22号）の一部を次

のように改正する。

第5条の4第2号中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。同条及び第17条第2項において同じ。）」を加える。
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第1l条の3第1項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第2項中「週休日等

以外の日の午前零時から」を「午後10時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休

日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改める。

第19条第1項中「、第5条の4、第12条」を削り、同条第2項中「第5条の2，第5

条の4、第12条」を「第5条の4」に改める。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第3条 職員の育児休業等に関する条例（平成4年条例第2号）の一部を次のように改正

する。

第21条第1項の表第23条の6の項中「、第10条の3から第12条まで、第12条の3から

第12条の5まで」を「、第10条の3及び第ll条」に、「第10条の3から第12条まで、第

12条の3から第12条の5まで、」を「第11条、第12条の5及び」に改める。

（職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正）

第4条 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和4年条例第32号）

の一部を次のように改正する。

附則第13条第7項中「5条第3項」を「第5条第3項」に、「から第12条まで、第12

条の3から第12条の5まで及び第23条」を「並びに第1l条」に改める。

附則第14条第2項中「、第5条の4、第12条」を削る。

附 則

（施行期日）

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

（号給の切替え）

第2条 令和7年4月1日（以下「切替日」という。）の前日において職員の給与に関す

る条例（以下「給与条例」という。）別表第1から別表第3までの給料表の適用を受け

ていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられて

いる職務の級であったものの切替日における号給（次条及び同表において「新号給」と

いう。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその

者が受けていた号給（同表において「旧号給」という。） に応じて同表に定める号給と

する。

（切替日前の異動者の号給の調整）

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるも
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のをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるも

のをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。

（令和8年3月31日までの問における扶養手当に関する経過措置）

第4条 切替日から令和8年3月31日までの問における第1条の規定による改正後の給与

条例（以下「改正後の給与条例」という。） 第11条の規定の適用については、同条第1

項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶

養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上

であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当す

るものとして市長が定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5)重度心身障害者」

「(5)重度心身障害者
とあるのは（6）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11, 500円」と、「とする」とある
」

のは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

（委任）

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表（附則第2条関係）

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

級の

級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
３
４
５
６

６

務

職

旧号給

趣１ｌ１ｌ１ＴＴ－－２ｌ３ｌ４ｌ５ｌ６ｌ７ｌ８ｌ９Ｔｌｕｌ且旧而

蝿１’１－１ｌ１ｌ１ｌ１－１ｌ１－１－２ｌ３ｌ４ｌ５ｌ６ｌ７ｌ８ｌ９－ｍ

塾１ｌ１ｌ１Ｔ－１Ｔ－１ｌ１ｌ１ｌ２ｌ３ｌ４ｌ５ｌ６ｌ７ｌ８ｌ９ｌ岨

醜１丁－１ｌ１ｌ１ｌ１Ｔｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１－１Ｔ－１ｌ２

巡１ｌ１Ｔｌ１ｌ１ｌ１Ｔ－１Ｔ－１ｌ１ｌ１ｌ１Ｔ－１ｌ１－１ｌ１

巡１ＴＴ－１Ｔｌ１Ｔ－１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１－１ｌ１ｌ１ｌ１－１－２

１ｌ２ｌ３ｌ４ｌ５－６－７ｌ８－９ｌｍ－ｕｌ胆一過一辺一脂一陥一Ⅳ｜肥
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２
２
２
２
３
３
３
３

４
４
４
４
５
５
５
５
６
６
６
６
６
７
７

９
０
１
２
３
４
５

６
７
８
９
０
１
２

３
４
５
６
７
８
９

０
１
２

３
４
５
６

７
８

９
０

１
２
３
４
５

６
７
８
９
０

１
２
３

４
５
６
７
８

９
０
１

２
３
４
５

６

ｌ４ｌ４４４５５５５５５５５５５ｌ６ｌ６’６６６６６６６６７７７７７７７
１
２
２
２
２

２
２

２
２
２
２
３
３
３

３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４

焔
一
肥
一
Ⅳ
’
昭
一
四
一
別
一
刻
一
躯
一
羽
一
塑
一
泌
一
妬
一
”
｜
犯
一
羽
一
別
一
鉦
一
塊
一
羽
一
弘
一
妬
一
拓
一
師
一
調
一
羽
一
如
一
“
｜
狸
一
銘
一
“
｜
妬
一
妬
一
釘
一
妃
一
鉛
一
別
一
団
一
駝
一
闘
一
弘
一
弱
一
記
一
釘
一
記
一
弱
一
釦
一
団
一
艶
一
鎚
一
倒
一
髄
一
髄
一
師
一
舶
一
的
一
ｍ
ｌ
ｎ
－
泥

ｕ
｜
吃
一
過
一
ｕ
｜
賜
一
肥
一
Ⅳ
｜
肥
一
岨
一
別
一
刻
一
理
一
羽
一
理
一
妬
一
記
一
”
｜
記
一
羽
一
別
一
飢
一
犯
一
調
一
弘
一
弱
一
弱
一
Ｗ
一
羽
一
羽
一
如
一
虹
一
姐
一
娼
一
“
｜
妬
一
妬
一
釘
一
蛤
一
組
一
別
一
風
一
兜
一
郎
一
別
一
弱
一
死
一
釘
一
記
一
弱
一
釦
一
印
一
陀
一
侭
一
“
｜
妬
一
髄
一
師
一
能

、岨一過皿一晦焔面一昭廻一別一幻一翠羽一塑妬妬一”｜記一羽一釦一劃犯詔一弘一詣一拓一師一記調一如一虹一蛇一弼一“｜妬一拓一頓一媚一組｜印刷馳一田弘一弱一記一師一記一弱一印一団蛇一闘鯉｜酪一舶一師一鮨

７
ｌ
８
－
９
ｌ
ｍ
ｌ
ｕ
ｌ
吃
一
過
一
腔
一
阻
一
焔
一
Ⅳ
一
旧
一
四
一
釦
一
刻
一
躯
一
羽
一
型
一
妬
一
妬
一
訂
一
羽
一
羽
一
釦
一
別
一
蛇
一
羽
一
誕
一
弱
一
記
一
説
一
羽
一
羽
一
如
一
虹
一
姐
一
偲
一
“
｜
妬
一
妬
一
鞭
一
娼
一
蛆
一
別
一
団
一
盟
一
田
一
弘
一
弱
一
記
一
釘
一
記
一
弱
一
帥
一
団
一
配
一
鈴
一
“

３
－
４
’
５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
－
９
ｌ
ｍ
－
ｕ
ｌ
吃
一
過
一
ｕ
｜
胆
一
肥
一
Ⅳ
一
旧
一
四
一
別
一
刻
一
理
一
羽
一
型
一
妬
一
妬
一
訂
一
羽
一
羽
一
訓
一
剖
一
犯
一
調
一
盟
一
妬
一
詑
一
師
一
犯
一
調
一
如
一
仙
一
蛇
一
娼
一
必
一
妬

１
ｌ
１
－
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
３
－
３
ｌ
３
ｌ
３
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
４
－
４
－
４
ｌ
４
ｌ
４
ｌ
４
ｌ
４
－
５
ｌ
５
－
５
ｌ
５
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両一泊一ね－帥一団一塊一餡一“一妬一郎一師一郎一鈎一卯一馴一蛇一兜一弘一妬一％｜ｗ｜肥一的一ｍ一皿一皿一一肥一皿一蠅一Ⅷ一ｍ一一畑一ｍ｜、一ｍ｜皿一噸

羽
一
画
一
応
一
泥
一
万
一
泊
一
刃
一
別
一
別
一
艶
一
配
一
別
一
妬
一
師
一
説
一
躯
一
四
一
卯
一
別
一
蛇
一
郎
一
別
一
妬
一
％
一
卯
一
兜
一
的
一
畑
一
皿
一
ｍ
一
噸
一
皿
一
噸
一
繩
一
ｍ
一
畑
一
噸

的
一
ｍ
｜
汀
一
ね
一
泊
一
哲
一
布
一
花
一
万
一
氾
一
ね
一
別
一
副
一
躯
一
銅
一
別
妬

的、｜灯沌ね一測汚一布刀氾一ね一別一劃一艶一郎一拠妬

髄
一
郎
一
師
一
昭
一
的
一
沁
一
、
｜
ね
一
耐

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

級の

級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

４

務職

旧号給

迦１ｌ１－１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ２ｌ３ｌ４’５

塾１－１Ｔｌ１ＴＴｌ１Ｔｌ１ｌ１ｌ１ｌ１－１ｌ１ｌ１ｌ１ｌ１

１
ｌ
２
ｌ
３
－
４
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
’
８
－
９
｜
岨
一
ｕ
｜
吃
一
過
一
辺
一
店
一
肥
一
Ⅳ
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呪副駆銘製弱弱師記弱印臼砲闘蝕師髄師鮨的ｍ、泥沼惣布
８
９

０
１
２
３
４

５
６
７
８

９
０

１
２

３
４
５

６
７

８
９
０
１
２
３
４
５

６
７
８
９

０
１

１
２

２
２
２
２
２

２
２
２
２
３
３
３

３
３
３
３
３

３
３
４
４
４
４
４
４

４
４
４
４
５

６
ｌ
７
－
８
ｌ
９
ｌ
ｍ
－
ｕ
ｌ
吃
一
過
一
皿
一
喝
一
岨
一
Ⅳ
｜
肥
一
旧
一
別
一
凪
一
躯
一
羽
一
劃
一
路
一
妬
一
訂
一
記
一
羽
一
釦
一
鉦
一
犯
一
詔
一
製
一
弱
一
記
一
師
一
羽
一
羽
一
仙
一
但
一
姐
一
娚
一
“
｜
妬
一
妬
一
灯
一
妃
一
⑱
｜
印
一
団
一
砲
一
郎
一
別
一
弱
一
記
一
研
一
記
一
弱
一
釦
一
団
一
駆
一
㈹

２
３

４
５
６

７
８
９

ｍ
ｕ
吃
咽
腔
巧
肥
Ⅳ

旧
廻
加
虹
翠
羽
型
妬
記
”
記
豹
釦
釧
犯
羽
拠
妬
詑
師
記
的
伽
虹
哩
偲
狸
妬
妬
獅
妃
狛
印
刷
駆
弱
副
弱
弱
師
記
弱

２
ｌ
３
－
４
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
ｌ
８
ｌ
９
－
加
一
ｕ
一
胆
一
過
一
哩
一
脂
一
焔
一
Ⅳ
｜
肥
一
四
一
別
一
別
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Ⅱ
築
守

弓 目 胃 胃 旨 胃 胃 声 胃胃 目 ~

皇

e架
巾
燕
ｅ
皿
謹
蝿
迄
剛
如
旺
掴
ｅ
（
ご
撫
棄
禦
謹
艇
幽

心

蕊
のつ
④ 胃

②
胃 胃 胃 胃胃 胃 胃 閂 胃戸 戸 一

蝉

雲

墨
画

寸
つ
【

つ
。
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議案第89号

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第11号）の一

部を次のように改正する。

第30条第1項及び第30条の2第1項中「基本報酬（」を「基本報酬額（」に改め、「の

額」を削り、「以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における

基本報酬の1月当たりの平均額」を「現在において当該パートタイム会計年度任用職員が

受けるべき基本報酬額に、規則で定める方法により算出した日数又は時間数を乗じて得た

額」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の期末手当

及び勤勉手当の算出に係る規定を整備する。
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議案第90号

金沢市職員等旅費条例の一部改正について

金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市職員等旅費条例の一部を改正する条例

金沢市職員等旅費条例（昭和25年条例第35号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中「任命権者」の次に「（以下「任命権者」という。）」を加え、

同項第2号中「勤務庁」の次に「（旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その

他旅行命令権者が認める場所）」を加え、同項第3号中「又は」を「若しくは」に改め、

「勤務庁に」の次に「旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧

勤務庁から新勤務庁に」を加え、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「扶養親

族」を「家族」に、「届出をしないが」を「婚姻の届出をしていないが、」に、「父、

母」を「父母」に、「主として職員の収入によって生計を維持している」を「職員と生計

を一にする」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。

（4）帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の

根拠となる地に旅行することをいう。

第2条第1項に次の2号を加える。

（7）旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239号）第6条の4第1項

に規定する旅行業者をいう。） その他の規則で定める者（以下「旅行業者等」とい

う。） であって、本市と旅行役務提供契約（旅行業者等が本市に対して旅行に係る役

務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行

業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。

以下同じ。） を締結したものをいう。

（8）職務の級 職員の給与に関する条例（昭和26年条例第7号）第4条第1項第1号に

規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者について

は任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

104



第2条第2項及び第3項を削る。

第3条第2項中「配偶者」の次に「若しくは子」を加え、同項各号中「出張のため」を

「出張又は赴任のための」に改め、同項に次の1号を加える。

（3）職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内

にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

第3条第3項中「場合には、同項」を「ときは、前項」に改め、同条第4項中「市」を

「本市」に改め、同条第6項中「、第4項及び前項」を「及び前2項」に、「その出発前

に第4条第2項」を「次条第2項」に、「旅行命令を取り消され」を「旅行命令等の変更

（取消しを含む。以下同じ。）を受け」に、「において」を「その他規則で定める場合に

は」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「損失となった」を「者の損失となる

金額又は支出を要する」に改め、同条第7項中「交通機関の事故又は」を削り、「市長

が」を「規則で」に改め、同条に次の1項を加える。

8 第1項、第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、本市が旅行役務

提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定す

る者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当

するものとして支払うことができる。

第4条第1項中「かつ」を「、かつ、」に改め、同条第2項中「を変更（取消しを含む。

以下同じ。）する」を「の変更をする」に、「、第5条第1項」を「次条第1項」に、

「これを変更する」を「その変更をする」に改める。

第5条第1項中「変更された」を「変更を受けた」に改める。

第6条を削る。

第7条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（旅費の計算）」を付し、同条中

「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第8条に規定する

種目及び第9条から第18条までに規定する内容に基づき」を加え、「の旅費により」を

「によって」に改め、同条ただし書中「によって旅行し難い」を「により旅行し難い」に

改め、同条を第6条とする。

第8条から第12条までを削る。

第13条第1項中「とするもの」の次に「並びに旅費に相当する金額の支払を受けようと

する旅行役務提供者」を加え、「所定の」を削り、「当該旅費」の次に「若しくは当該金

額」を加え、「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、「その旅費」の次に
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「又は旅費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、同条第

4項中「請求書及び」及び「記載事項及び様式並びに」を削り、「期間」の次に「並びに

前項に規定する給与の種類その他の必要な事項」を加え、同項を同条第5項とし、同条第

3項の次に次の1項を加える。

4 支出者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第

2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払

金を返納しなかった場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又

は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額

を差し引かなければならない。

第13条を第7条とし、同条の次に次の6条を加える。

（旅費の種目）

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

（鉄道賃）

第9条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第2条第1項に規定する鉄

道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正10年法律第76号）第1条第1項に規定する軌

道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、そ

の額は、次に掲げる費用（第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。

（1）運賃

（2）急行料金

（3）寝台料金

（4）座席指定料金

（5）特別車両料金（市長及び副市長に限る。）

（6）前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する

場合は、最下級（市長及び副市長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（船賃）

第10条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和24年法律第187号）第2条第2項に規定する船
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舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する

移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第2号から第5号までに掲げる費

用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とす

るものに限る。） の額の合計額とする。

（1）運賃

（2）寝台料金

（3）座席指定料金

（4）特別船室料金（市長及び副市長に限る。）

（5）前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する

場合は、最下級（市長及び副市長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（航空賃）

第11条 航空賃は、航空機（航空法（昭和27年法律第231号）第2条第18項に規定する航

空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第2号及び第3号に掲げる費用

は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とする

ものに限る。） の額の合計額とする。

（1）運賃

（2）座席指定料金

（3）前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動す

る場合には、最下級（市長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（その他の交通費）

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用（職

員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を利用する移動（以下「自家用自動車移

動」という。） にあっては、当該自家用自動車移動に必要な諸雑費に充てるための費

用）とし、その額は、次に掲げる費用（第2号から第5号までに掲げる費用は、公務の

ため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

（1）道路運送法（昭和26年法律第183号）第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車

運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限
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る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2)道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動

車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移

動に要する運賃

(3)前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて

業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4)前3号に掲げる費用に付随する費用

（5）自家用自動車移動に通常要する費用を勘案して市長が別に定める費用

（宿泊費）

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その基準となる額（以下「宿泊費基

準額」という。） は、別表のとおりとする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基

準額を超える場合であって、旅行命令権者が必要があると認めるときは、当該宿泊に要

する費用の額とする。

第14条から第16条までを次のように改める。

（包括宿泊費）

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、そ

の額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に

係る宿泊費基準額の合計額とする。

（宿泊手当）

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、

1夜当たり2,400円とする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

（転居費）

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第18条第1項第1号又は第2号に規定

する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して

規則で定める方法により算定される額とする。

第16条の2を削り、第17条から第23条までを次のように改める。

（着後滞在費）

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分

を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とす

る。
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（家族移転費）

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる

額とする。

（1）赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及

び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職

員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び

着後滞在費の合計額に相当する額

（2）前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に

家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、

当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、前号の規定に準じて算定

した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前

項第2号に規定する期間を延長することができる。

（退職者等の旅費）

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以

内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるも

のとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する

旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加える

ものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期

間を延長することができる。

（遺族等の旅費）

第20条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例

に準じて規則で定めるものとする。

（証人等の旅費）

第21条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めが

ある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

（旅費の調整）

第22条 旅行命令権者は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行

109



における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定

による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅

費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は

その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費によ

り旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である

場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

（旅費の支給額の上限）

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（自家用自動車移動に係るものを除

く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第

9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1号から第4号ま

でに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払っ

た額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び

家族移転費（自家用自動車移動に係るもの及び宿泊手当に相当する部分を除く。）に係

る旅費の支給額は、当該各種目について第6条、第13条、第14条、第16条、第17条及び

第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのい

ずれか少ない額を合計した額とする。

第24条から第29条までを削り、第30条を第24条とし、同条の次に次の1条を加える。

（旅費の返納）

第25条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の

規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費

又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場

合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてそ

の者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し

引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第31条を第26条とする。

第32条の見出しを「（委任）」 に改め、同条第1項中「この」の次に「条例に定めるも
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ののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この」を加え、「の手続きその

他執行について」を削り、同条を第27条とする。

附則第5項を削る。

別表を次のように改める。

別表（第13条関係）

宿 泊 費 基 準 額（1 夜 に つ き）

区 分 職務の級が9級

以 下 の 者

市 長 副 市 長

北海道 27,000円 18, 000円 13,000円

青森県 23,000円 15,000円 11, 000円

岩手県 19, 000円 13，000円 9, 000円

宮城県 21,000円 14, 000円 10, 000円

秋田県 23,000円 15,000円 11, 000円

山形県 21, 000円 14, 000円 10, 000円

福島県 17，000円 11, 000円 8, 000円

茨城県 23,000円 15, 000円 11, 000円

栃木県 21,000円 14, 000円 10, 000円

群馬県 21,000円 14, 000円 10, 000円

埼玉県 40, 000円 27, 000円 19, 000円

千葉県 36, 000円 24,000円 17，000円

東京都 40,000円 27,000円 19, 000円

神奈川県 34, 000円 22,000円 16，000円

新潟県 34, 000円 22,000円 16, 000円

富山県 23,000円 15, 000円 11, 000円

石川県 19, 000円 13, 000円 9,000円

福井県 21, 000円 14，000円 10, 000円

山梨県 12, 000円25,000円 17, 000円

長野県 23,000円 15, 000円 11, 000円

岐阜県 27,000円 18, 000円 13，000円
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静岡県 19, 000円 9, 000円13,000円

愛知県 11, 000円23,000円 15, 000円

三重県 19, 000円 9,000円13,000円

滋賀県 23,000円 15,000円 11, 000円

京都府 40,000円 19, 000円27, 000円

大阪府 27,000円 18, 000円 13, 000円

兵庫県 25,000円 12, 000円17, 000円

奈良県 23,000円 11, 000円15, 000円

和歌山県 23,000円 11, 000円15, 000円

鳥取県 17,000円 11, 000円 8, 000円

島根県 9,000円19, 000円 13, 000円

岡山県 10, 000円21,000円 14,000円

広島県 13, 000円27, 000円 18, 000円

山口県 17, 000円 8,000円11, 000円

徳島県 21,000円 14, 000円 10, 000円

香川県 32,000円 21, 000円 15, 000円

愛媛県 21,000円 10, 000円14, 000円

高知県 23,000円 15, 000円 11, 000円

福岡県 38, 000円 25,000円 18,000円

佐賀県 23,000円 11, 000円15, 000円

長崎県 23,000円 15, 000円 11, 000円

熊本県 29,000円 20,000円 14, 000円

大分県 23, 000円 11, 000円15, 000円

宮崎県 25,000円 17,000円 12，000円

鹿児島県 25, 000円 17,000円 12, 000円

沖縄県 23,000円 11, 000円15, 000円

附 則

（施行期日）

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
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（経過措置）

第2条 改正後の金沢市職員等旅費条例（以下この条において「新条例」という。）の規

定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項において「施行日」という。） 以後に

新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令

等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行につい

て適用し、施行日前に改正前の金沢市職員等旅費条例（以下この項及び第3項において

「旧条例」という。）第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1

項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給

を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第

1項第1号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、

かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第2項

の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行の

うち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の

日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職（以下こ

の項において「退職等」という。）となった場合又は死亡した場合について適用し、施

行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第

2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適

用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受け

ることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合について適用する。

（委任）

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

（金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正）

第4条 金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和32年条例第3号）の一部を次のよ

うに改正する。

第5条中「を準用して」を「の例により」に改める。
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提案の趣旨

国家公務員の例に準じ、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、宿泊料を定額

支給から実費支給とする等旅費の種目、内容及び支給対象の見直し等を行う。
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議案第91号

金沢市税賦課徴収条例及び金沢市宿泊税条例の一部改正について

金沢市税賦課徴収条例及び金沢市宿泊税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市税賦課徴収条例及び金沢市宿泊税条例の一部を改正する条例

（金沢市税賦課徴収条例の一部改正）

第1条 金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。

第32条の2第8項中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める。

第43条の8第1項第1号中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。

第72条の2第2項第2号及び第116条の2の2第2項第1号中「第2条第15項」を

「第2条第16項」に改める。

第117条の7第1号中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。

第117条の21第2項第1号中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める。

（金沢市宿泊税条例の一部改正）

第2条 金沢市宿泊税条例（平成30年条例第49号）の一部を次のように改正する。

第8条第3項第1号中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に

伴い、関係規定を改正する。
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議案第92号

金沢市手数料条例の一部改正について

金沢市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市手数料条例の一部を改正する条例

金沢市手数料条例（平成12年条例第3号）の一部を次のように改正する。

別表第74号の項を次のように改める。

(74）建築基 構造計算の審査

準法（昭和 を要しない建築

25年法律第 物（建築基準法

201号） 第 第6条の4第1

6条第1項 項第3号に掲げ

（同法第87る建築物（以下

条第1項に この号及び第77

おいて準用 号において「特

する場合を 例建築物」とい

含む。） の う。）以外の建

規定に基づ 築物に限る。）

く確認の申

請又は同法

第18条第2

項（同法第

87条第1項

において準

用する場合

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 16,000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 24, 000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 33, 000円

床面積の合計が

200平方メートル

を超え300平方メ

ートル以内のもの

1件につき 43,000円

床面積の合計が 1件につき 52,000円

300平方メートル

を超え500平方メ
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を含む。）

の規定に基

づく計画の

涌知に対す

一トル以内のもの

床面積の合計が

500平方メートル

を超え1，000平方

メートル以内のも

の

1件につき 59, 000円

る審査

床面積の合計が

1,000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 83, 000円

床面積の合計が

2,000平方メート

ルを超え10, 000平

方メートル以内の

もの

1件につき 200,000円

床面積の合計が

10,000平方メート

ルを超え50,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 320, 000円

床面積の合計が

50,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 590,000円

構造計算の審査

を要しない建築

物（特例建築物

に限る。）

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 10, 000円

床面積の合計が301件につき 17,000円

平方メートルを超

え100平方メート
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ル以内のもの

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 24,000円

｜
構造計算の審査

を要する建築物

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 26,000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 35, 000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 49,000円

床面積の合計が

200平方メートル

を超え300平方メ

ートル以内のもの

1件につき 73,000円

床面積の合計が

300平方メートル

を超え500平方メ

ートル以内のもの

1件につき 78, 000円

床面積の合計が

500平方メートル

を超え1，000平方

メートル以内のも

の

1件につき 90，000円

床面積の合計が’1件につき 110, 000円
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1，000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

床面積の合計が

2,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 250, 000円

床面積の合計が

10, 000平方メート

ルを超え50,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 410, 000円

床面積の合計が

50,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 760,000円

別表第75号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に、「14,000円」を「16, 000円」

に改め、同表第76号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に改め、同表第77号の項を

次のように改める。

(77） 建築基 建築基 建築基 床面積の合計が301件につき 22, 000円

準法第7条 準法第 準法第 平方メートル以内

第1項の規 7条の 7条の のもの

定に基づく 3第1 5に規 床面積の合計が301件につき 29, 000円

完了検査の 項の特 定する 平方メートルを超

申請又は同 定工程 工 事 え100平方メート

法第18条第 （以下 （特例 ル以内のもの

20項の規定 「特定 建築物 床面積の合計が 1件につき 42, 000円

に基づく完 工程」 の建築 100平方メートル

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 22, 000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 29, 000円
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を超え200平方メ

ートル以内のもの

了の通知に

対する審査

に係る

ものに

限る。

以下こ

の号及

び第79

号の2

におい

て「特

例 工

事」と

い

う。）

以外の

と い

う。）

に係る

建築物

以外の

建築物

床面積の合計が

200平方メートル

を超え300平方メ

ートル以内のもの

1件につき 48,000円

床面積の合計が

300平方メートル

を超え500平方メ

ートル以内のもの

1件につき 57,000円

床面積の合計が

500平方メートル

を超え1，000平方

メートル以内のも

の

1件につき 68,000円

工事

床面積の合計が

1, 000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 91,000円

床面積の合計が

2,000平方メート

ルを超え10, 000平

方メートル以内の

もの

1件につき 210, 000円

床面積の合計が 1件につき 290,000円

10,000平方メート

ルを超え50,000平

方メートル以内の

もの
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床面積の合計が

50,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 540,000円

特例工

事

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 19, 000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 25, 000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 33, 000円

特定工 特例工

程に係 事以外

る建築 の工事

物

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 15,000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 25,000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 37,000円

床面積の合計が

200平方メートル

を超え300平方メ

ートル以内のもの

1件につき 44, 000円

床面積の合計が|，件につき5,,000円
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300平方メートル

を超え500平方メ

ートル以内のもの

床面積の合計が

500平方メートル

を超え1，000平方

メートル以内のも

の

1件につき 66,000円

床面積の合計が

1, 000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 85,000円

床面積の合計が

2, 000平方メート

ルを超え10, 000平

方メートル以内の

もの

1件につき 190, 000円

床面積の合計が

10,000平方メート

ルを超え50,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 280,000円

床面積の合計が

50,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 530, 000円

特例工

事

床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 14, 000円

床面積の合計が3011件につき21,000円
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平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 29, 000円

別表第78号の項中「13, 000円」を「22, 000円」に改め、同表第79号の項中「9, 000円」

を「14, 000円」に改め、同表中第79号の2の項及び第80号の項を次のように改める。

(79）の 2 建｜特例工事以外の 床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 16,000円

築基準法第 工事

7条の3第

1項の規定

に基づく中

間検査の申

請又は同法

第18条第28

項の規定に

基づく通知

に対する審

査

床面積の合計が30

平方メートル凄紹

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 23,000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

1件につき 31, 000円

床面積の合計が

200平方メートル

を超え300平方メ

ートル以内のもの

1件につき 38,000円

’

床面積の合計が

300平方メートル

を超え500平方メ

ートル以内のもの

1件につき 43,000円

床面積の合計が’1件につき 57,000円
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500平方メートル

を超え1, 000平方

メートル以内のも

の

床面積の合計が

1,000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 74, 000円

床面積の合計が

2,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 160,000円

床面積の合計が

10, 000平方メート

ルを超え50,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 240, 000円

床面積の合計が

50,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 470,000円

特例工事 床面積の合計が30

平方メートル以内

のもの

1件につき 14,000円

床面積の合計が30

平方メートルを超

え100平方メート

ル以内のもの

1件につき 21, 000円

床面積の合計が’1件につき 29,000円
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100平方メートル

を超え200平方メ

ートル以内のもの

(80）建築基準法第7条の6第

1項第1号若しくは第2号

（同法第87条の2又は第88条

第1項若しくは第2項におい

て準用する場合を含む。） 又

は第18条第38項第1号若しく

は第2号（同法第87条の2又

は第88条第1項若しくは第2

項において準用する場合を含

む。） の規定に基づく建築物

等の仮使用の認定の申請に対

する審査

床面積の合計が

100平方メートル

以内のもの

1件につき 15,000円

床面積の合計が

100平方メートル

を超え500平方メ

ートル以内のもの

1件につき 30,000円

床面積の合計が

500平方メートル

を超え1，000平方

メートル以内のも

の

1件につき 60, 000円

床面積の合計が

1,000平方メート

ルを超えるもの

1件につき 120,000円

別表第116号の項を次のように改める。

(116）宅地造成及び特定盛土等 盛土又は切土をす 1件につき 14, 000円

規制法（昭和36年法律第191 る土地の面積が

号）第12条第1項の規定に基 500平方メートル

づく宅地造成等に関する工事 以内のもの

（土石の堆積に係るものを除 盛土又は切士をす 1件につき 24,000円

く。）の許可又は同法第30条 る土地の面積が

第1項の規定に基づく特定盛 500平方メートル

±等に関する工事の許可の申 を超え1, 000平方

請に対する審査 メートル以内のも

の

盛土又は切土をす

る土地の面積が

500平方メートル

以内のもの

1件につき 14, 000円
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1件につき 34,000円盛土又は切土をす

る土地の面積が

1, 000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 50, 000円盛土又は切土をす

る土地の面積が

2, 000平方メート

ルを超え3, 000平

方メートル以内の

もの

盛土又は切士をす

る土地の面積が

3,000平方メート

ルを超え5，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 62, 000円

盛土又は切土をす

る土地の面積が

5,000平方メート

ルを超え10, 000平

方メートル以内の

もの

1件につき 83, 000円

盛土又は切土をす 1件につき 130,000円

る土地の面積が

10, 000平方メート

ルを超え20,000平

方メートル以内の

もの
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盛土又は切士をす

る土地の面積が

20,000平方メート

ルを超え40,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 202,000円

盛土又は切士をす

る土地の面積が

40, 000平方メート

ルを超え70, 000平

方メートル以内の

もの

1件につき 322, 000円

盛土又は切士をす

る土地の面積が

70,000平方メート

ルを超え100, 000

平方メートル以内

のもの

1件につき 462,000円

盛土又は切士をす

る土地の面積が

100,000平方メー

トルを超えるのも

の

1件につき 602,000円

別表第116号の2の項中「の計画の変更の」を 「（土石の堆積に係るものを除く。）の

計画の変更の許可又は同法第35条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の

変更の」に、「420, 000円」を「602, 000円」に、「宅地造成等に関する工事の設計」を

「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計」に、「切士又は盛土」を「盛土又は切

士」に、「前号」を「第116号」に、「新たな」を「盛土又は切土をする土地への新た

な」に、「係る宅地造成等」を「係る宅地造成又は特定盛土等」に改め、同項を同表第

116号の2の2の項とし、同表第116号の項の次に次のように加える。
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(116)の2 宅地造成及び特定盛

土等規制法第12条第1項の規

定に基づく宅地造成等に関す

る工事（土石の堆積に係るも

のに限る。） の許可又は同法

第30条第1項の規定に基づく

士石の堆積に関する工事の許

可の申請に対する審査

土石の堆積をする

土地の面積が500

平方メートル以内

のもの

1件につき 12,000円

士石の堆積をする

土地の面積が500

平方メートルを超

え1，000平方メー

トル以内のもの

1件につき 15,000円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

1,000平方メート

ルを超え2，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 18,000円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

2,000平方メート

ルを超え3，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 22, 000円

士石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

3, 000平方メート

ルを超え5，000平

方メートル以内の

もの

1件につき 31,000円

士石の堆積をする 1件につき 35,000円

士 地 の 面 積 が

5,000平方メート ’
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ルを超え10, 000平

方メートル以内の

もの

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

10,000平方メート

ルを超え20,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 42,000円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

20,000平方メート

ルを超え40,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 58，000円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

40, 000平方メート

ルを超え70,000平

方メートル以内の

もの

1件につき 79,000円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

70, 000平方メート

ルを超え100, 000

平方メートル以内

のもの

1件につき 118,000円

土石の堆積をする 1件につき 145,000円

土 地 の 面 積 が

100,000平方メー
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|ﾄﾙを超えるもの’
別表第116号の3の項の前に次のように加える。

(116)の2の3 宅地造成及び特定盛土等規制法第16 1件につき 次に掲げる金額

条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事 を合算した金額。ただし、そ

（土石の堆積に係るものに限る。）の計画の変更 の金額が145,000円を超える

の許可又は同法第35条第1項の規定に基づく土石 ときは、145,000円とする。

の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に ア 土石の堆積に関する工

対する審査 事の設計の変更（イのみ

に該当する場合 を除

く。） については、土石

の堆積をする土地の面積

（イに規定する変更を伴

う場合にあっては変更前

の土石の堆積をする土地

の面積、土石の堆積をす

る土地の面積の縮小を伴

う場合にあっては縮小後

の士石の堆積をする土地

の面積）に応じ、第116

号の2に定める当該手数

料の金額の10分の1に相

当する金額

イ 士石の堆積をする土地

への新たな土地の編入に

係る土石の堆積に関する

工事の計画の変更につい

ては、新たに編入される

士石の堆積をする土地の

面積に応じ、第116号の
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2に定める当該手数料の

金額

ウ その他の変更について

は、10,000円

別表第116号の13の項中「第15条第1項」を「第14条第1項」に改め、同表第116号の20

の5の項中「第12条第2項後段」を「第11条第2項」に、「第13条第3項後段」を「第12

条第3項」に、「工場等に係るものを除く」を「非住宅建築物（工場等を除く。）に係る

ものに限る」に、「同法第12条第2項」を「同法第11条第2項」に、 ｢第13条第3項の」

を「第12条第3項の」に、

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 63,000円

手

もご

I

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 48,000円

に、非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メ ー トル以上

1,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 63, 000円

」
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「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 150, 000円

を

I

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 110, 000円

に改め、非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 150,000円

I

同項を同表第116号の20の8の項とし、同表第116号の20の4の項中「第12条第2項後段」

を「第11項第2項」に、「第13条第3項後段」を「第12条第3項」に、「同法第12条第2

項」を「同法第11条第2項」に、「第13条第3項の」を「第12条第3項の」に、

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 21,000円

を

」
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「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 14, 000円

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メ ー トル以上

1,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 21,000円 に、

」

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 24,000円

を

」

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 16,000円

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メー トル以上

1,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 24,000円 に改め、

I
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同項を同表第116号の20の7の項とし、同表第116号の20の3の項中「第12条第1項」を

「第11条第1項」に、「第13条第2項」を「第12条第2項」に、「工場等に係るものを除

く」を「非住宅建築物（工場等を除く。） に係るものに限る」に、

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 110, 000円

を

I

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 86,000円

クー
Yー、非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メー トル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 110, 000円

〕

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メー トル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 280,000円

を

I
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「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 220, 000円

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メ ー トル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 280,000円 に改め、

」

同項を同表第116号の20の4の項とし、同項の次に次のように加える。

(116)の20の5 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判

定（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令に規定する複合建築物（第116号の20の9及び

備考第14項において「複合建築物」という。）に

係るものに限る。）の申請に対する審査

1件につき 前3号の区分に

応じ、当該各号に定める手数

料の金額を合算した金額

(116）の20の 評価方法の全部

6 建築物 が仕様基準を用

のエネルギ いない方法によ

－消費性能 るもの

の向上等に

関する法律

第11条第2

項若しくは

第12条第3

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

未満のもの

1件につき 19, 000円

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

以上のもの

1件につき 21, 000円

一戸建ての住宅以 1件につき 39, 000円

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方
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－消費性能

確 保 計 画

（住宅に係

るものに限

る。） の変

更に係る建

築物エネル

ギー消費性

能適合性判

定又は当該

変更が同法

第11条第2

項若しくは

第12条第3

項の国土交

通省令で定

める軽微な

変更に該当

しているこ

とを証する

書面の交付

の申請に対

する審査

メートル未満のも

の

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メ ー ト ル 以 上

2,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 67,000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が2，000平

方メ ー トル以上

5,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 120, 000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が5，000平

方メートル以上の

もの

1件につき 180,000円

評価方法の一部

が仕様基準を用

いる方法による

もの

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

未満のもの

1件につき 15, 000円

一戸建ての住宅の 1件につき 16, 000円

床面積の合計が

200平方メートル

以上のもの
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一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メートル未満のも

の

1件につき 30,000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メ ー ト ル 以 上

2,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 52, 000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が2，000平

方メ ー トル以上

5, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 96,000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が5，000平

方メートル以上の

もの

1件につき 140, 000円

別表第116号の20の2の項中「第12条第1項」を「第11項第1項」に、「第13条第2

項」を「第12条第2項」に、「工場等（以下この号から第116号の20の5まで」を「非住

宅建築物（次号、第116号の20の8、第116号の22及び第116号の26において「非住宅建築

物」という。） で住宅部分（同令に規定する住宅部分をいう。） 以外の部分の全部を同令
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に規定する工場等の用途に供するもの（次号、第116号の20の7及び第116号の20の8」に、

「

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第

11条第1項に規定

する非住宅部分

（以下この号から

第116号の20の5

までにおいて「非

住宅部分」とい

う。）の床面積の

合計が300平方メ

ートル以上1，000

平方メートル未満

のもの

1件につき 26,000円

を

」

「

建築物エネルギー

消費性能基準等を

定める省令に規定

する非住宅部分

（以下この号、次

号、第116号の20

の7、 第116号の

20の8及び備考第

14項において「非

住宅部分」とい

う。） の床面積の

合計が300平方メ

ートル未満のもの

1件につき 18,000円

に、

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メー トル以上

1,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 26, 000円

」
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I

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メ ートル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 31,000円

を

」

「

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メートル未満の

もの

1件につき 22,000円

非住宅部分の床面

積の合計が300平

方メー トル以上

1, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 31, 000円 に改め、

」

同項を同表第116号の20の3の項とし、同表第116号の20の項の次に次のように加える。

(116）の20の 評価方法の全部 一戸建ての住宅の 1件につき 34, 000円

2 建築物 が建築物のエネ 床面積の合計が

のエネルギ ルギー消費性能200平方メートル

－消費性能 の向上等に関す 未満のもの

の向上等に る法律施行規則 一戸建ての住宅の 1件につき 38, 000円

関する法律 （平成28年国土 床面積の合計が

第11条第1 交通省令第 5200平方メートル

項又は第12 号）第2条第1 以上のもの

条第2項の 号イ又はロに規 一戸建ての住宅以 1件につき 68,000円

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

未満のもの

1件につき 34, 000円

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

以上のもの

1件につき 38, 000円
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規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能適合

性判定（住

宅に係るも

の に 限

る。） の申

請に対する

定する基準（以 外の住宅の申請に

下「仕様基準」 係る部分の床面積

という。） を用 の合計が300平方

いない方法によ メートル未満のも

るもの の

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メ ー ト ル 以 上

2,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 110, 000円

審査

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が2, 000平

方メー トル以上

5, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 190, 000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が5，000平

方メートル以上の

もの

1件につき 280,000円

評価方法の一部

が仕様基準を用

いる方法による

もの

一戸建ての住宅の

床面積の合計が

200平方メートル

未満のもの

1件につき 25,000円

一戸建ての住宅の’1件につき 28,000円
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床面積の合計が

200平方メートル

以上のもの

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メートル未満のも

の

1件につき 50,000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が300平方

メ ー ト ル 以 上

2,000平方メート

ル未満のもの

1件につき 85, 000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が2，000平

方メ ートル以上

5, 000平方メート

ル未満のもの

1件につき 140,000円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が5，000平

方メートル以上の

もの

1件につき 210, 000円

別表第116号の21の項中「第34条第1項」を「第29条第1項」に、「第35条第2項」を
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「第30条第2項」に、 「第35条第1項各号」を「第30条第1項各号」に改め、同項の前に

次のように加える。

(116)の20の9 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第11条第2項若しくは第12条第3

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保

計画（複合建築物に係るものに限る。）の変更に

係る建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当

該変更が同法第11条第2項若しくは第12条第3項

の国土交通省令で定める軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申請に対する審査

1件につき 前3号の区分に

応じ、当該各号に定める手数

料の金額を合算した金額

別表第116号の22の項から第116号の24の項までの規定中「第34条第1項」を「第29条第

1項」に、「第35条第2項」を「第30条第2項」に改め、同表第116号の25の項から第116

号の28の項までの規定中「第36条第1項」を「第31条第1項」に、「第35条第2項」を

「第30条第2項」に改め、同表第116号の29の項から第116号の31の項までを削り、同表の

備考第9項第2号及び第4号中「確認」を「確認済証の交付」に改め、同備考第10項中

「第14項」を「第13項」に改め、同項第2号中「当該確認」を「確認済証の交付」に改め、

同備考第19項を同備考第22項とし、同備考第18項中「第116号の20の4又は第116号の20の

5」を「第116号の20の6から第116号の20の9まで」に、「第36条第1項」を「第31条第

1項」に改め、同項を同備考第21項とし、同備考第17項中「又は第116号の20の3」を

「から第116号の20の5まで」に、「第35条第1項」を「第30条第1項」に、「第34条第

3項」を「第29条第3項」に改め、同項を同備考第19項とし、同項の次に次の1項を加え

る。

20 第116号の20の2から第116号の20の9までの建築物エネルギー消費性能適合性判

定の申請又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消

費性能適合性判定の申請に係る手数料の金額は、これらの申請に係る計画に他の建

築物が記載されている場合にあっては、当該計画に係る一の建築物ごとに算定した

金額を合算した金額とする。

別表の備考中第16項を第18項とし、第15項を第17項とし、第14項を第15項とし、同項の

次に次の1項を加える。
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16 第80号の建築物等の仮使用の認定の申請に係る床面積の合計は、当該仮使用の認

定の対象となる建築物等の部分の床面積について算定する。

別表の備考第13項中「第11条第1項に規定する特定建築行為」を「第10条第1項に規定

する建築」に改め、同項各号を次のように改める。

(1)一戸建ての住宅 4, 000円

(2)一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が300平

方メートル未満のもの 8,000円

(3)一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が300平

方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,000円

(4)一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が2,000

平方メートル以上5, 000平方メートル未満のもの 42, 000円

(5)一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が5,000

平方メ－トル以上のもの 75,000円

(6)非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8,000円

(7)非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上1, 000平方メートル未満のも

の 15，000円

(8)非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の

もの 25,000円

(9)非住宅部分の床面積の合計が2, 000平方メートル以上5, 000平方メートル未満の

もの 76, 000円

(10）非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10, 000平方メートル未満

のもの 120,000円

(11)非住宅部分の床面積の合計が10, 000平方メートル以上25, 000平方メートル未

満のもの 151, 000円

(12）非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 189,000円

(13）複合建築物 前各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を

合算した金額

別表の備考中第12項を第13項とし、第11項を第12項とし、第10項の次に次の1項を加え

る。

ll 第74号の建築物の確認の申請に係る建築が建築物のエネルギー消費性能の向上等
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に関する法律第11条第1項ただし書（同条第2項後段において準用する場合を含

む。）の国土交通省令で定める特定建築行為である場合又は同号の建築物の計画の

通知に係る建築が同法第12条第2項ただし書（同条第3項後段において準用する場

合を含む。）の国士交通省令で定める特定建築行為である場合の手数料は、同号に

規定する当該手数料の金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金

額を加えた金額とする。

(1)一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17, 000円

（2）一戸建ての住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 18, 000円

（3）一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が300平

方メートル未満のもの 32,000円

（4）一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が300平

方メートル以上2, 000平方メートル未満のもの 56, 000円

（5）一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が2,000

平方メートル以上5, 000平方メートル未満のもの 100, 000円

（6）一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が5, 000

平方メートル以上のもの 150, 000円

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

建築基準法の一部改正に伴い、確認申請に対する審査手数料の額の改定等を行うととも

に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴い、住宅等に係る

エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査手数料の額等を定めるほか、宅地造成

及び特定盛土等規制法に基づく区域指定に伴い、宅地造成等に関する工事の許可申請に対

する審査手数料の額の改定等を行う。
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議案第93号

金沢市学校設置条例の一部改正について

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例

金沢市学校設置条例（昭和40年条例第1号）の一部を次のように改正する。

別表中『|金沢市兼六元町7番'5号」を｢|金沢市小将町Ⅲ番'5号 」金沢市兼六元町7番15号 金沢市小将町1番15号 に

改める。

附 則

この条例は、令和7年9月1日から施行する。

提案の趣旨

金沢市立兼六小学校の移転に伴い、その位置を改める。
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議案第94号

金沢市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について

金沢市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正する条例

金沢市学校給食共同調理場設置条例（昭和47年条例第29号）の一部を次のように改正す

る。

第2条の表金沢市学校給食扇台共同調理場の項及び金沢市学校給食鞍月共同調理場の項

を削り、同表に次のように加える。

’金沢市学校給食南部共同調理場 金沢市泉本町6丁目35番地

附 則

この条例は、令和7年9月1日から施行する。

提案の趣旨

老朽化した学校給食共同調理場等の集約化を図るため、新たに金沢市学校給食南部共同

調理場を設置するとともに、金沢市学校給食扇台共同調理場及び金沢市学校給食鞍月共同

調理場を廃止する。
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議案第95号

金沢市図書館条例の一部改正について

金沢市図書館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市図書館条例の一部を改正する条例

第1条 金沢市図書館条例（昭和54年条例第7号）の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、附則に次の2項を加える。

2 当分の間、第3条に定めるもののほか、金沢市立玉川図書館に、金沢市立玉川図書

館長町図書室を置く。

3 当分の間、第9条中「金沢市立玉川図書館の駐車場及び金沢市立玉川こども図書館

の駐車場（以下これらを」とあるのは「金沢市立玉川こども図書館の駐車場（以下」

と、別表の備考第2項中「金沢市立玉川図書館の休館の日及び金沢市立玉川こども図

書館の休館の日のいずれにも」とあるのは「金沢市立玉川こども図書館の休館の日

に」とする。

第2条 金沢市図書館条例の一部を次のように改正する。

附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の項番号を削る。

附 則

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)第1条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。） 令和7年7月1日

（2）第1条中金沢市図書館条例附則に2項を加える改正規定（附則第2項に係る部分に

限る。） 及び第2条の規定 規則で定める日

提案の趣旨

金沢市立玉川図書館の改修に伴い、改修期間中のまちなかにおける図書館サービスを継

続するため、金沢市立玉川図書館長町図書室を設置する。
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議案第96号

金沢市スポーツ広場条例の一部改正について

金沢市スポーツ広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市スポーツ広場条例の一部を改正する条例

金沢市スポーツ広場条例（平成11年条例第68号）の一部を次のように改正する。

別表第4人工芝用ソリ用具（ソリ、ヘルメット及びプロテクター）の項を削る。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

提案の趣旨

金沢市内川スポー ツ広場の大型遊具の再整備に伴い、人工芝用ソリ用具に関する規定を

削除する。
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議案第97号

金沢ふるさと偉人館条例の一部改正について

金沢ふるさと偉人館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢ふるさと偉人館条例の一部を改正する条例

金沢ふるさと偉人館条例（平成5年条例第34号）の一部を次のように改正する。

第5条から第8条までを削り、第9条を第5条とする。

第10条中「地方自治法」の次に「（昭和22年法律第67号）」を、「指定管理者」の次に

「（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）」を加え、同条を第6条とする。

第11条を第7条とし、第12条から第15条までを4条ずつ繰り上げる。

別表を削る。

附 則

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例の施行の日前の観覧に係る観覧料金については、なお従前の例による。

3 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例（平成13

年条例第60号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第15号までを1号ず

つ繰り上げる。

第4条中「、金沢ふるさと偉人館条例（平成5年条例第34号）第5条第1項」を削る。

提案の趣旨

文化施設を活用したふるさと教育環境の充実を図るため、観覧を無料化する。

149



議案第98号

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成24年条例第43号）の一部を次のように改正する。

第17条中「乳児院」の次に「、母子生活支援施設」を加える。

第30条第1項第4号ア中「第13条第3項第2号」を「第13条第3項第3号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案の趣旨

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、給付金として支払を受け

た金銭の管理を行う施設に母子生活支援施設を加えるほか、児童福祉法の一部改正に伴い、

関係規定を改正する。
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議案第99号

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例

（金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）

第1条 金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成24年条例第43号）の一部を次のように改正する。

第28条第1項、第57条第1項、第67条第1項、第4項ただし書及び第12項ただし書、

第85条第1項、第97条第1項並びに第105条第1項中「栄養士」の次に「又は管理栄養

士」を加える。

（金沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正）

第2条 金沢市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年条例第45号）の一部を次のように改正する。

第16条第1項第6号及び第25条第1項第6号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」

を加える。

（金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部改正）

第3条 金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成24年条例第46号）の一部を次のように改正する。

第149条第1項ただし書及び第4号、第184条第1項ただし書及び第3号並びに第191
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条第1項第1号、第2号及び第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第4条 金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成24年条例第47号）の一部を次のように改正する。

第131条第1項ただし書及び第4号、第168条第1項ただし書及び第3号並びに第175

条第1項第1号、第2号及び第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第5条 金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成24年条例第48号）の一部を次のように改正する。

第153条第13項中「、栄養士又は」を「、栄養士若しくは管理栄養士又は」に改める。

（金沢市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第6条 金沢市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成24年条例第53号）の一部を次のように改正する。

第12条第1項ただし書及び第6号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同

条第12項各号列記以外の部分及び第1号から第3号までの規定中「栄養士」の次に「若

しくは管理栄養士」を加え、同項第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え

る。

（金沢市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）

第7条 金沢市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成24年条例第54号）の一部を次のように改正する。

第11条第1項ただし書及び第5号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

第45条第1項ただし書及び第5号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同

条第9項各号列記以外の部分及び第1号から第3号までの規定中「栄養士」の次に「若

しくは管理栄養士」を加え、同項第4号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、

同条第12項中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加える。

（金沢市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
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の一部改正）

第8条 金沢市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成24年条例第55号）の一部を次のように改正する。

第l1条第1項ただし書及び第4号並びに第10項中「栄養士」の次に「又は管理栄養

士」を加える。

（金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改

正）

第9条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

24年条例第56号）の一部を次のように改正する。

第89条第4項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第10条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年条例第

57号）の一部を次のように改正する。

第39条第5項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福

祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第11条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第58号）

の一部を次のように改正する。

第45条第4項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者

支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第12条 金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第61号）の一部

を次のように改正する。

第30条第5項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。
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（金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正）

第13条 金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成24年条例第62号）の一部を次のように改正する。

第8条第1項ただし書及び第3号並びに第7項ただし書中「栄養士」の次に「又は管

理栄養士」を加える。

（金沢市児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部改正）

第14条 金沢市児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成24年条例第63号）の一部を次のように改正する。

第6条第1項ただし書及び第4号並びに第4項中「栄養士」の次に「又は管理栄養

士」を加える。

（金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第15条 金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第49号）の一部を次のように改正する。

第17条第1項第2号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正）

第16条 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成

31年条例第3号）の一部を次のように改正する。

第7条第1項第2号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。

（金沢市社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第17条 金沢市社会福祉法に基づく女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（令和6年条例第5号）の一部を次のように改正する。

第9条第1項第3号中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加える。

附 則
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

児童福祉施設の設備及び運営に 関する基準等の一 部改正に伴い、管理栄養士の配置に関

する規定を整備する。
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議案第100号

金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について

金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

及び金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

（金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第1条 金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第49号）の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「･第3号」を「･以下この条」に改め、同項第1号中「を行う」を

「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第3号中「こ

の号」の次に「及び第6項第1号」を加え、同条第5項中「行う者」を「行う施設」に

改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項各号列記以外

の部分を次のように改める。

前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

第7条第3項第1号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」に、

「第28条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育

事業を行う者（次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。）」を「小規模

保育事業A型事業者等」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「次に」を「次
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の各号に」に、「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第2号」

を「第1項第2号」に改め、同項各号を次のように改める。

（1）家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及

びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。

（2）市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要

な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。

第7条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。

2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるとき

は、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。

(1)家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

（2）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されていること。

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第28条に規定する小規模保育事業A型若

しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者（第5項において「小規模

保育事業A型事業者等」という。）であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携

協力を行うものをいう。

附則第3条中「10年」を「15年」に改める。

（金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第2条 金沢市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第50号）の一部を次のように改正す

る。

157



第38条第1項中「第43条第3項第1号」を「第43条第3項」に、「同号」を「同項」

に改める。

第43条第1項中「第5項」を「第7項」に改め、同項第1号中「を行う」を「（次項

において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第3号中「第4項第1

号」を「第6項第1号」に改め、同条中第9項を第11項とし、第6項から第8項までを

2項ずつ繰り下げ、同条第5項中「行う者」を「行う施設」に改め、同項を同条第7項

とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項各号列記以外の部分を次のように改め

る。

前項各号の代替保育連携協力者は、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

第43条第3項第1号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」に、

「小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者（次

号において「小規模保育事業A型事業者等」という。）」を「小規模保育事業A型事業

者等」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「次に」を「次の各号に」に、

「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第2号」を「第1項第2

号」に改め、同項各号を次のように改める。

（1）特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア

及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及

び責任の所在が明確化されていること。

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。

（2）市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必

要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。

第43条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。

2 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めると

きは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。

（1）特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

（2）次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
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ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育

事業B型又は事業所内保育事業を行う者（第5項において「小規模保育事業A型事業

者等」という。） であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものを

いう。

附則第5条中「10年」を「15年」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一

保育施設及び特定地域型

部改正に伴い、保

育所等との連携に関する規定等を整備する。

159



議案第101号

金沢市国民健康保険条例の一部改正について

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例

金沢市国民健康保険条例（昭和34年条例第5号）の一部を次のように改正する。

第26条の6の10中「220, 000円」を「240, 000円」に改める。

第31条第1項第2号中「295, 000円」を「305, 000円」に改め、同項第3号中「545, 000

円」を「560, 000円」に改め、同条第5項中「220, 000円」を「240, 000円」に改める。

第31条の4第3項及び第7項中「220, 000円」を「240, 000円」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和7年度分からの保険料について適用

し、令和6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

提案の趣旨

国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、保険料について、減額の基準を改めるとと

もに、後期高齢者支援金等賦課限度額を改定する。
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議案第102号

金沢市水道法施行条例の一部改正について

金沢市水道法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市水道法施行条例の一部を改正する条例

金沢市水道法施行条例（平成24年条例第75号）の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは

水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「おいて土木工学科若しくは」

を「おいて土木工学科又は」に、「2年以上水道」を「3年以上水道、工業用水道、下水

道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）」 に改め、「者」の次に

「（1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加

え、同条第2号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大学令による大学において機

械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、「において衛生工学及び水道工学に関

する学科目以外の学科目」を削り、 「3年以上水道」を「4年以上水道等」に改め、

「者」の次に「（2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」を加え、同条第3号中「よる専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」

という。）」を、「修了した後」の次に「・次号において同じ。」を加え、「水道」を

「水道等」に改め、「者」の次に「（2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。）」を加え、同条第6号を同条第8号とし、同条第5号中「水

道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（5年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条第7号とし、同条第4号中「よる中等

学校」の次に「（次号において「高等学校等」という。）」を加え、「水道」を「水道

等」に改め、「者」の次に「（3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）」を加え、同号を同条第5号とし、同号の次に次の1号を加える。

（6）高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（4年以上
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水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第3条第3号の次に次の1号を加える。

（4）短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（3年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第4条第1項第1号を次のように改める。

（1）前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）、同条第1号に規定する学校を卒業した者については

3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した者）については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業

した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

第4条第1項第2号中「及び第4号」を「又は第5号」に改め、「土木工学以外の」を

削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する

課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「同条第4

号」を「同条第5号」に改め、同項第4号中「前2号」を「前3号」に改め、同条第2項

を次のように改める。

2 1日最大給水量が10, 000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中

「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以

上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあ

るのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とある

のは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読

み替えるものとする。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

水道法施行令の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改め

る。
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議案第103号

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の

一部改正について

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（令和

4年条例第38号）の一部を次のように改正する。

第10条第1項第5号中「宅地造成」の次に「、盛土等又は土石の堆積」を加え、「又

は」を「若しくは」に改め、「区域」の次に「又は集落の区域（これらの区域に隣接し、

又は近接する土地の区域を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

宅地造成等規制法の一部改正に係る経過措置期間の経過に伴い、宅地造成等工事規制区

域の定義に合わせ、抑制区域の定義を整理する。
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議案第104号

金沢市公園条例の一部改正について

金沢市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市公園条例の一部を改正する条例

金沢市公園条例（昭和39年条例第8号）の一部を次のように改正する。

第14条中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

（2）金沢城北市民運動公園（第3条の2第1項第1号から第7号までに掲げる公園施設

を除く。）

附 則

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。

2 金沢城北市民運動公園（金沢市公園条例第3条の2第1項第1号から第7号までに掲

げる公園施設を除く。）の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その

他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うこと

ができる。

提案の趣旨

金沢城北市民運動公園の管理を指定管理者に行わせるため、関係規定を整備する。

164



議案第105号

金沢市建築基準条例の一部改正について

金沢市建築基準条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市建築基準条例の一部を改正する条例

金沢市建築基準条例（昭和36年条例第6号）の一部を次のように改正する。

第2条の見出しを「（崖付近の建築物）」に改め、同条中「がけ（こう配」を「建築物

は、崖（勾配」に、「、高さ」を「、その高さが」に改め、「この条において」を削り、

「からの水平距離が、次の各号に掲げる位置に建築物を建築する場合においては、がけ崩

れに対して安全な擁壁を設けなければ」を「の下端から崖の高さの2倍以上の水平距離を

保たなければ」に改め、同条ただし書中「がけの地質若しくは形状」を「崖の地盤が堅固

であり、若しくは崖が堅固な擁壁等で保護されており、」に、「建築物の規模若しくは構

造により」を「当該建築物の構造により、」に、「ものについて」を「場合」に改め、同

条各号を削る。

第8条第1号及び第9条ただし書中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。

附 則

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。ただし、第8条第1号及び第9条ただ

し書の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例（前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

提案の趣旨

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域等の指定を機に、崖崩

れに対する安全処置基準を改めるほか、建築基準法の一部改正に伴い、関係規定を改正す

る。
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議案第106号

金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について

金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

金沢市公営企業の設置等に関する条例（昭和41年条例第41号）の一部を次のように改正

する。

第3条第4項第1号ウ中「464,600人」を「464,180人」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

金沢市公共下水道事業計画の変更に伴い、下水道事業の規模を改定する。
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議案第107号

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

金沢市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年条例第35号）の一部を次のように改正す

る。

第5条第2項第2号中「9,100円」を「9, 700円」に改め、同号ただし書中「14, 200円」

を「14, 500円」に改め、同条第3項中「又は第3号から第6号までのいずれか」を削り、

「217円」を「100円」に、「333円」を「383円を、第3号から第6号までのいずれかに該

当する扶養親族については1人につき217円」に改め、同条第4項中「（以下この項にお

いて「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改める。

別表中「12, 500円」を「12, 900円」に、「13, 350円」を「13, 700円」に、「14, 200円」

を「14,500円」 に、 「10, 800円」 を「11, 300円」 に、 「11, 650円」 を「12, 100円」 に、

「9, 100円」を「9, 700円」に、「9, 950円」を「10, 500円」に改める。

附 則

l この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項及び第3項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支

給すべき事由の生じた金沢市消防団員等公務災害補償条例第5条第1項に規定する損害

補償（以下「損害補償」という。） 並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の

期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害

補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を

除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につ

いては、なお従前の例による。
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提案の趣旨

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定l

対する損害補償に係る補償基礎額等を改定する。

係る損害補償の基準を定める政令の一部改正部改正に伴い、消防団員等に
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議案第108号

金沢市消防団条例の一部改正について

金沢市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市消防団条例の一部を改正する条例

金沢市消防団条例（平成3年条例第5号）の一部を次のように改正する。

第3条第2項の表中「468人」を「473人」に、「538人」を「543人」に、 ｢242人」を

｢252人」に、「1, 248人」を「1, 268人」に改める。

附 則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

金沢市消防団の充実強化を図るため、基本団員の定員を改める。
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議案第109号

金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について

金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

卓金 沢 市 長 村 山

金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和39年条例第35号）の一部を

次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第2条関係）

勤 務 年 数

35年以上階 級 25年以上

30年未満

30年以上

35年未満

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

団 長 779,000円 979,000円 1, 079, 000円239,000円 344,000円 459,000円 594,000円

1, 009, 000円副 団 長 329,000円 429,000円 709,000円 909,000円229,000円 534,000円

949,000円分 団 長 318,000円 413,000円 659,000円 849,000円219,000円 513, 000円

副分団長 809,000円 909,000円214,000円 303,000円 388,000円 478,000円 624,000円

部 長 及

び 班 長

834,000円204,000円 283,000円 358,000円 438,000円 564,000円 734,000円

員 789,000円団 200,000円 264,000円 334,000円 519,000円 689,000円409,000円

附 則

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、

同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
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提案の趣旨

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施1

35年以上の消防団員に係る退職報償金の区分を新設する。

関する法律施行令の一 部改正に伴い、勤務年数
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議案第110号

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
指 定 の 期 間施 設 の 名 称

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

谷口吉郎・吉生記念

金沢建築館

公益財団法人金沢文化

振興財団
金沢市柿木畠1番1号
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議案第111号

自転車等駐車場の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市営金沢駅第1

自転車駐車場

金沢市営金沢駅第2

自転車駐車場

金沢市営金沢駅第3

自転車駐車場

金沢市営金沢駅原付

バイク駐車場

金沢市営金沢駅東

自転車駐車場

金沢市営金沢駅西広場

地下自転車駐車場 金沢市二口町

二24番地5

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益社団法人金沢市

シルバー人材センター金沢市営本町2丁目

自転車駐車場

金沢市営西金沢駅東

自転車駐車場

金沢市営西金沢駅西

自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東

自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西

自転車駐車場

金沢市営森本駅東

第1自転車駐車場
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金沢市営森本駅西

自転車駐車場

金沢市営野町駅前

自転車駐車場

金沢市営馬替駅前

自転車駐車場

金沢市営額住宅駅前

自転車駐車場

金沢市営乙丸駅前

自転車駐車場

金沢市営割出駅前

自転車駐車場

金沢市営三ツ屋駅前

自転車駐車場

金沢市営蚊爪駅前

自転車駐車場

金沢市営みどり1丁目

バス停前自転車駐車場

金沢市二口町

二24番地5

公益社団法人金沢市

シルバー人材センター

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

金沢市営光が丘2丁目

自転車駐車場

金沢市営四十万バス停

前自転車駐車場

金沢市営金石バス停前

自転車駐車場

金沢市営木越団地

自転車駐車場

金沢市営矢木1丁目

自転車駐車場

金沢市営観音堂バス停

前自転車駐車場

金沢市営上荒屋バス停

前自転車駐車場

金沢市営鳴和バス停前

自転車駐車場

金沢市営円光寺バス停

前自転車駐車場

金沢市営若松バス停前

自転車駐車場
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金 沢 市 営 表 参 道

自転車駐車場

金 沢 市 営 十 問 町

自転車駐車場

金沢市営香林坊地下

自転車駐車場 金沢市二口町

二24番地5

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益社団法人金沢市

シルバー人材センター金 沢 市 営 香 林 坊

自転車駐車場

金 沢 市 営 柿 木 畠

自転車駐車場

金沢市営片町広場

自転車駐車場
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議案第112号

金沢市立中村記念美術館等の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市立中村記念

美術館

金沢くらしの博物館

金沢市立安江金箔

工芸館

金沢ふるさと偉人館

金沢市老舗記念館

泉 鏡 花 記 念 館

公益財団法人金沢文化

振興財団

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金 沢 湯 涌 夢 二 館 金沢市柿木畠1番1号

金 沢 蓄 音 器 館

前田士佐守家資料館

室 生 犀 星 記 念 館

徳 田 秋 聲 記 念 館

金 沢 文

辛一云 館

鈴 木 大 拙 館
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議案第113号

金沢卯辰山工芸工房等の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢卯辰山工芸工房

金 沢 市 民 芸 術 村

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益財団法人金沢芸術

創造財団
金沢市牧山ガラスエ房 金沢市柿木畠1番1号

金沢市おしがはら工房

金沢湯涌創作の森
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議案第114号

金沢職人大学校の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
指 定 の 期 間施 設 の 名 称

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益社団法人金沢職人

大学校
金沢市大和町1番1号金 沢 職 人 大 学 校
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議案第115号

金沢湯涌江戸村の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益財団法人金沢文化

振興財団
金 沢 湯涌 江 戸 村 金沢市柿木畠1番1号
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議案第116号

金沢市異業種研修会館の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市打木町

東1 400番地

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢市異業種研修会館 安原工業団地協同組合
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議案第117号

金沢市ものづくり会館の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市粟崎町4丁目

80番地1

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢市ものづくり会館 住吉工業協同組合

181



議案第118号

金沢市松ヶ枝福祉館及び金沢福祉用具情報プラザの指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市松ヶ枝福祉館

社会福祉法人金沢市

社会福祉協議会

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢市高岡町7番25号

金沢福祉用具情報

プラザ
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議案第119号

金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市小立野老人福

祉センター

金沢市小立野4丁目

7番51号

金沢市小立野老人福祉

センター振興協力会

金沢市粟崎老人福祉

センター

金沢市粟崎町1丁目

3番地

金沢市粟崎老人福祉セ

ンター振興協力会

金沢市中村町老人憩

の家

金沢市中村町

10番35号

金沢市中村町老人憩の

家振興協力会

金沢市小坂老人憩の

家

金沢市小坂町

北312番地

金沢市小坂老人憩の家

振興協力会

金沢市鞍月老人憩の

家

金沢市直江南1丁目

1番地

金沢市鞍月老人憩の家

振興協力会
令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで金沢市瓢箪老人憩の

家

金沢市彦三町2丁目

10番5号

金沢市瓢箪老人憩の家
一

振興協力会

金沢市安原老人憩の

家

金沢市福増町

北1067番地

金沢市安原老人憩の家

振興協力会

金沢市森山老人憩の

家

金沢市森山2丁目

11番13号

金沢市森山老人憩の家

振興協力会

金沢市馬場老人憩の

家

金沢市馬場老人憩の家

振興協力会

金沢市東山3丁目

9番35号

金沢市戸板老人憩の

家

金沢市戸板老人憩の家

振興協力会

金沢市戸板1丁目

2番地
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金沢市二塚老人憩の

家

金沢市二塚老人憩の家

振興協力会
金沢市北塚町西98番地

金沢市弥生老人憩の

家

金沢市弥生老人憩の家

振興協力会

金沢市弥生1丁目

29番13号

金沢市浅野川老人憩

の家

金沢市浅野川老人憩の

家振興協力会

金沢市大河端西1丁目

96番地

金沢市崎浦老人憩の

家

金沢市小立野2丁目

41番36号

金沢市崎浦老人憩の家

振興協力会

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

金沢市松寺老人憩の

家

金沢市松寺老人憩の家

振興協力会
金沢市松寺町丑42番地

金沢市新神田老人憩

の家

金沢市新神田1丁目

1番18号

金沢市新神田老人憩の

家振興協力会

金沢市浅野町老人憩

の家

金沢市浅野本町2丁目

13番12号

金沢市浅野町老人憩の

家振興協力会
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議案第120号

金沢健康プラザ大手町の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

公益財団法人金沢健康

福祉財団

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢健康プラザ大手町 金沢市大手町3番23号
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議案第121号

金沢市障害児通園施設ひまわり教室の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 ｜ 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市障害児通園施設

ひまわり教室

金沢市十一屋町

4番34号

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
社会福祉法人むつみ会
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議案第122号

旧高峰家・旧検事正官舎の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

旧高峰家・旧検事正

官舎

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益財団法人金沢文化

振興財団
金沢市柿木畠1番1号
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議案第123号

金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金 沢 駅 東駐 車場

大阪府大阪市中央区

今橋4丁目1番1号

タイムズグループ共同

事業体

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

武 蔵 地 下 駐 車場
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議案第124号

地区公民館の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

金沢市野町3丁目

11番1号

金沢市野町公民館

振興協力会
金沢市野町公民館

金沢市弥生1丁目

29番13号

金沢市弥生公民館

振興協力会
金沢市弥生公民館

金沢市中村町

10番35号

金沢市中村町公民館

振興協力会
金沢市中村町公民館

金沢市城南公民館

振興協力会

金沢市若草町

22番12号
金沢市城南公民館

金沢市新竪町公民館

振興協力会
金沢市新竪町公民館 金沢市鱗町62番地

金沢市菊川2丁目

3番3号

金沢市菊川町公民館

振興協力会
金沢市菊川町公民館

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで金沢市材木町

13番11号

金沢市材木公民館

振興協力会
金沢市材木公民館

金沢市兼六元町

7番19号

金沢市味噌蔵町公民館

振興協力会
金沢市味噌蔵町公民館

金沢市長町2丁目

2番16号

金沢市長町公民館

振興協力会
金沢市長町公民館

金沢市高岡町

7番23号

金沢市松ヶ枝公民館

振興協力会
金沢市松ヶ枝公民館

金沢市長町3丁目

3番3号

金沢市長土塀公民館

振興協力会
金沢市長土塀公民館

金沢市芳斉2丁目

3番43号

金沢市芳斎公民館

振興協力会
金沢市芳斎公民館
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金沢市此花町公民館
金沢市此花町公民館

振興協力会
金沢市此花町2番7号

金沢市瓢箪町公民館

振興協力会

金沢市彦三町2丁目

10番5号
金沢市瓢箪町公民館

金沢市馬場公民館

振興協力会

金沢市東山3丁目

9番35号
金沢市馬場公民館

金沢市浅野町公民館

振興協力会

金沢市乙丸町

甲161番地
金沢市浅野町公民館

金沢市森山公民館

振興協力会

金沢市森山2丁目

11番13号
金沢市森山公民館

金沢市小坂町

北312番地

金沢市小坂公民館

振興協力会
金沢市小坂公民館

金沢市千木1丁目

119番地

金沢市千坂公民館

振興協力会
金沢市千坂公民館

金沢市夕日寺町

ロ35番地

金沢市夕日寺公民館

振興協力会
金沢市夕日寺公民館

金沢市南森本町

チ103番地1

金沢市森本公民館

振興協力会
金沢市森本公民館

金沢市八田町

東1459番地1

金沢市湖南公民館

振興協力会

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢市湖南公民館

金沢市花園公民館

振興協力会
金沢市花園公民館 金沢市今町チ41番地

金沢市加賀朝日町

ホ33番地

金沢市旭日公民館

振興協力会
金沢市旭日公民館

金沢市不動寺町

イ34番地1

金沢市薬師谷公民館

振興協力会
金沢市薬師谷公民館

金沢市三谷公民館

振興協力会
金沢市三谷公民館 金沢市宮野町ホ79番地

金沢市諸江公民館

振興協力会
金沢市諸江公民館 金沢市諸江町29番1号

金沢市松寺公民館

振興協力会
金沢市松寺公民館 金沢市松寺町丑42番地

金沢市大浦町

ヌ93番地1

金沢市大浦公民館

振興協力会
金沢市大浦公民館

金沢市大河端西1丁目

96番地

金沢市浅野川公民館

振興協力会
金沢市浅野川公民館

金沢市直江南1丁目

1番地

金沢市鞍月公民館

振興協力会
金沢市鞍月公民館
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金沢市粟崎町1丁目

3番地

金沢市粟崎公民館

振興協力会
金沢市粟崎公民館

金沢市長田1丁目

5番50号

金沢市長田町公民館

振興協力会
金沢市長田町公民館

金沢市大野町1丁目

8番地5

金沢市大野町公民館

振興協力会
金沢市大野町公民館

金沢市金石通町

3番14号

金沢市金石町公民館

振興協力会
金沢市金石町公民館

金沢市畝田西1丁目

201番地1

金沢市大徳公民館

振興協力会
金沢市大徳公民館

金沢市戸板1丁目

2番地

金沢市戸板公民館

振興協力会
金沢市戸板公民館

金沢市西念2丁目

34番9号

金沢市西公民館

振興協力会
金 沢 市 西 公 民 館

金沢市二塚公民館

振興協力会
金沢市北塚町西98番地金沢市二塚公民館

金沢市福増町

北1 067番地

金沢市安原公民館

振興協力会
金沢市安原公民館

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

金沢市八日市2丁目

464番地

金沢市押野公民館

振興協力会
金沢市押野公民館

金沢市西南部公民館

振興協力会

金沢市西金沢3丁目

684番地
金沢市西南部公民館

金沢市三和公民館

振興協力会

金沢市上荒屋4丁目

82番地
金沢市三和公民館

金沢市間明町2丁目

72番地

金沢市米丸公民館

振興協力会
金沢市米丸公民館

金沢市新神田公民館

振興協力会

金沢市新神田1丁目

1番18号
金沢市新神田公民館

金沢市久安6丁目

59番地1

金沢市三馬公民館

振興協力会
金沢市三馬公民館

金沢市米泉公民館

振興協力会

金沢市米泉町8丁目

126番地
金沢市米泉公民館

金沢市富樫公民館

振興協力会

金沢市山科1丁目

6番8号
金沢市富樫公民館

金沢市伏見台公民館

振興協力会

金沢市窪5丁目

675番地
金沢市伏見台公民館

金沢市額公民館

振興協力会

金沢市額谷3丁目

1番地1
金 沢 市 額 公 民 館
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金沢市馬替1丁目

29番地1

金沢市扇台公民館

振興協力会
金沢市扇台公民館

金沢市四十万3丁目

90番地

金沢市四十万公民館

振興協力会
金沢市四十万公民館

金沢市小立野4丁目

7番51号

金沢市小立野公民館

振興協力会
金沢市小立野公民館

金沢市小立野2丁目

41番36号

金沢市崎浦公民館

振興協力会
金沢市崎浦公民館

金沢市三小牛町

20の1番地10

金沢市内川公民館

振興協力会
金沢市内川公民館

金沢市末町

6の67番地1

金沢市犀川公民館

振興協力会

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで
金沢市犀川公民館

金沢市湯涌公民館

振興協力会
金沢市湯涌公民館 金沢市芝原町イ59番地

金沢市東浅川公民館

振興協力会
金沢市東浅川公民館 金沢市上中町二14番地

金沢市田上の里2丁目

3番地

金沢市田上公民館

振興協力会
金沢市田上公民館

金沢市俵公民館

振興協力会
金 沢 市 俵 公 民 館 金沢市俵町ツ63番地2

金沢市二俣町

6の14番地9

金沢市医王山公民館

振興協力会
金沢市医王山公民館
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議案第125号

松声庵の指定管理者の指定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、次のとおり指定管理者

を指定する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 村 山 卓

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称
施 設 の 名 称 指 定 の 期 間

令和7年4月1日から

令和12年3月31日まで

公益財団法人金沢文化

振興財団
庵松 声 金沢市柿木畠1番1号
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議案第126号

包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結 に つ い て

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約

を締結する。

令 和 7 年 3 月 3 日 提 出

金 沢 市 長 卓村 山

契 約 の 目 的

契 約 の 始 期

契 約 の 金 額

費用の支払方法

契約の相手方

当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

令和7年4月1日

12, 000, 000円を上限とする額

一部概算払をすることができる

１
２

３
４

５

金沢市東力3丁目104番地1住 所

氏 名

資 格

越田 圭

公認会計士
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